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魯
迅
輯
『
古
小
説
鈎
沈
』
校
釈
-
『
幽
明
録
』
(
八
)
-

5
1
　
鍾
揺
忽
不
復
朝
合
、
意
性
有
異
於
常
。
寮
友
問
其
故
。
云
、
「
常
有
婦
人
束
。

美
果
非
凡
。
」
　
間
者
日
①
、
「
必
是
鬼
物
。
可
殺
之
。
」

後
来
、
止
戸
外
日
、
「
何
以
有
相
殺
意
。
」
　
元
常
日
、
「
無
此
。
」
態
勲
呼
人
、
意

亦
有
不
忍
、
乃
微
傷
之
。
便
出
去
、
以
新
綿
拭
血
、
寛
路
。

明
日
、
使
人
尋
跡
、
至
一
大
塚
。
相
中
一
婦
人
、
形
既
知
生
。
白
練
杉
、
丹
繍

禰
袷
、
傷
一
牌
、
以
禰
桔
中
綿
拭
血
。
自
此
便
絶
。
〔
廣
記
三
百
十
七
〕
　
※
鄭
晩

晴
輯
注
本
一
二
五
頁

【
校
異
】
　
①
「
問
」
、
『
廣
記
』
作
「
間
」
、
「
間
者
」
　
二
字
、
属
上
旬
。
鈎
沈
本

作
「
問
」
。
今
接
『
捜
神
記
』
巻
「
七
第
3
9
9
話
、
『
三
國
志
』
窯
二
三
鍾
綜
侍
襲
松

之
注
引
・
『
御
覚
』
巻
八
一
九
・
巻
八
八
七
引
『
陸
氏
異
林
』
改
「
問
」
。

【
注
釈
】
　
鐘
梯
一
五
一
-
二
三
〇
。
字
は
元
常
。
曹
操
に
信
頼
さ
れ
、
魂
文

帝
の
時
に
太
尉
、
明
帝
の
時
に
太
博
と
な
る
。
『
三
國
志
』
巻
一
三
に
伝
が
あ
る
。

意
性
　
精
神
状
態
。
鄭
晩
晴
注
に
　
「
回
指
精
神
状
太
㌢
」
　
と
い
う
。
　
寮
友

同
僚
。
『
文
選
』
巻
四
七
夏
侯
湛
「
東
方
朔
霊
貸
」
　
に
　
「
戯
萬
乗
若
寮
友
、
視
倍

列
如
草
芥
。
」
　
(
高
来
に
戯
る
る
こ
と
寮
友
の
若
く
、
債
列
を
視
る
こ
と
草
芥
の
如

し
)
と
あ
る
。
鬼
物
　
化
け
物
。
『
列
子
』
黄
帝
篇
に
「
有
一
人
、
従
石
壁
申
出
、

随
胸
臆
上
下
。
衆
謂
鬼
物
。
」
　
(
一
人
有
り
、
石
壁
中
よ
り
出
で
、
畑
煙
に
櫨
ひ
て

お
も

上
下
す
。
衆
謂
へ
ら
く
鬼
物
な
り
と
)
と
あ
る
。
李
剣
國
『
唐
前
志
怪
小
説
輯
繹
』

の
『
陸
氏
異
林
』
注
で
は
、
『
史
記
』
巻
五
五
留
侯
世
家
の
太
史
公
日
　
「
學
者
多

富

　

永

　

一

　

登

言
無
鬼
神
、
然
言
有
物
。
」
を
引
き
、
「
人
鬼
輿
妖
物
連
稀
日
、
鬼
物
或
鬼
魅
。
」

と
い
う
。
　
以
新
綿
拭
血
、
克
路
　
真
新
し
い
綿
で
血
を
拭
い
つ
つ
、
道
を
わ
た

っ
て
行
っ
た
。
「
意
路
」
。
は
道
の
端
ま
で
続
く
と
い
う
意
。
『
後
漢
書
』
巻
三
四
梁

糞
侍
に
　
「
多
従
侶
伎
、
鳴
鍾
吹
管
、
酎
謳
寛
路
。
」
　
(
多
く
侶
伎
を
従
へ
、
鐘
を
鳴

み
ち
　
わ
た

ら
し
管
を
吹
き
、
酎
謳
し
て
路
を
寛
る
)
　
と
あ
る
。
た
だ
、
鄭
晩
晴
注
に
　
「
指
血

透
一
五
滴
到
路
的
点
共
。
」
　
と
い
う
よ
う
に
、
真
新
し
い
綿
で
血
を
拭
っ
た
が
、

血
は
道
に
点
々
と
続
い
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
江
紹
租
校
注
『
捜
神

記
』
は
、
句
読
を
「
以
新
綿
拭
、
血
寛
路
」
　
と
す
る
。
　
白
練
杉
　
白
い
練
り
絹

の
上
着
。
　
丹
繍
楠
棺
　
赤
い
刺
繍
を
ほ
ど
こ
し
た
う
ち
か
け
。
「
楠
桔
」
　
は
衣

服
の
上
に
羽
織
る
袖
の
な
い
う
ち
か
け
。
『
渾
名
』
澤
衣
服
に
　
「
禰
措
、
其
一
昔

胸
、
其
一
首
背
也
。
」
　
(
禰
槽
は
、
其
の
一
胸
に
昔
て
、
其
一
背
に
富
つ
る
な
り
)

と
あ
る
。
「
雨
音
」
　
に
同
じ
。

【
訓
読
】
　
鍾
揺
忽
ち
復
た
朝
合
せ
ず
、
意
性
常
に
異
な
る
有
り
。
寮
友
其

の
故
を
問
ふ
。
云
ふ
、
「
常
に
婦
人
の
衆
た
る
有
り
。
美
麗
な
る
こ
と
非
凡
な
り
」

と
。
問
ふ
者
日
く
、
「
必
ず
是
れ
鬼
物
な
ら
ん
。
之
を
殺
す
べ
し
」
　
と
。

後
爽
た
り
、
戸
外
に
止
ま
り
て
日
く
、
「
何
を
以
て
相
殺
さ
ん
と
す
る
の
意
有

る
か
」
　
と
。
元
常
日
く
、
「
此
無
し
」
　
と
。
暦
数
に
呼
び
入
れ
、
意
亦
忍
び
ざ
るみ

ち

有
る
も
、
乃
ち
微
か
に
之
を
傷
つ
く
。
便
ち
出
で
去
り
、
新
綿
を
以
て
血
を
拭
ひ
、
路

わ
た

を
覚
る
。
　
明
日
、
人
を
し
て
跡
を
尋
ね
し
む
れ
ば
、
一
大
塚
に
至
る
。
相
中
に
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一
婦
人
あ
り
、
形
賠
生
く
る
が
如
し
。
白
練
の
杉
、
丹
繍
の
補
福
に
し
て
、
一

牌
を
傷
つ
け
ら
れ
、
楠
桔
中
の
綿
を
以
て
血
を
拭
ふ
。
此
よ
り
便
ち
絶
ゆ
。

【
訳
文
】
　
鍾
舘
は
突
然
朝
廷
に
出
仕
し
な
く
な
り
、
精
神
状
態
が
異
常
に
な
っ

、

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
同
僚
が
そ
の
わ
け
を
尋
ね
た
。
鍾
揺
は
、
「
い
つ
も
婦
人
が

訪
ね
て
く
る
の
だ
。
そ
の
美
し
さ
は
並
み
の
も
の
で
は
な
い
」
　
と
言
っ
た
。
尋
ね

た
者
は
、
「
き
っ
と
化
け
物
に
違
い
な
い
。
殺
し
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。

そ
の
の
ち
婦
人
が
や
っ
て
来
た
が
、
戸
外
に
立
ち
止
ま
っ
て
、
「
ど
う
し
て
私

を
殺
そ
う
と
す
る
お
気
持
ち
を
お
も
ち
な
の
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
元
常
は
、
「
そ

ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
言
っ
た
。
丁
重
に
招
き
入
れ
、
忍
び
な
い
気
持
ち
も
あ
っ

た
が
、
微
か
に
傷
を
負
わ
せ
た
。
婦
人
は
す
ぐ
に
外
に
出
て
立
ち
去
り
、
真
新
し

い
綿
で
血
を
拭
い
つ
つ
、
道
を
わ
た
っ
て
行
っ
た
。

翌
日
、
人
を
や
っ
て
血
の
跡
を
た
ど
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
一
つ
の
大
き
な
墓
に
至

っ
た
。
棺
お
け
の
中
に
一
婦
人
が
横
た
わ
っ
て
い
て
、
体
つ
き
は
ま
る
で
生
き
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
白
い
練
り
絹
の
上
着
に
、
赤
い
刺
繍
を
ほ
ど
こ
し
た

う
ち
か
け
を
着
て
い
た
が
、
片
方
の
股
を
傷
つ
け
ら
れ
、
う
ち
か
け
の
中
の
綿
で

血
を
拭
っ
て
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
前
の
よ
う
な
　
(
婦
人
が
訪
ね
て
く
る
)
　
こ
と

は
な
く
な
っ
た
。

【
補
説
】
　
墓
中
の
女
性
が
現
世
の
男
性
を
訪
ね
て
く
る
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、

『
三
國
志
』
巻
十
三
鍾
紆
侍
襲
松
之
注
引
『
陸
氏
l
異
林
』
(
『
御
覚
』
巻
八
一
九
・

巻
八
八
七
に
も
引
か
れ
、
『
古
小
説
鈎
沈
』
に
収
録
)
　
に
も
、

掃
嘗
敷
月
不
朝
倉
、
意
性
異
常
。
或
間
其
故
。
云
、
「
常
有
好
婦
乗
。
美

麗
非
凡
。
」
　
間
者
日
、
「
必
是
鬼
物
。
可
殺
之
。
」
　
婦
人
後
往
、
不
即
前
、
止

戸
外
。
揺
問
何
以
。
日
、
「
公
有
相
殺
意
。
」
揺
日
、
「
無
比
。
」
乃
勤
勤
呼
之
、

乃
入
。
鋭
意
恨
、
有
不
忍
之
心
、
然
猶
研
之
傷
脾
。
婦
人
即
出
、
以
新
綿
拭

血
、
寛
路
。
明
日
、
使
人
尋
跡
之
、
至
一
大
家
。
木
中
有
好
婦
人
、
形
惚
如

生
人
。
著
白
練
杉
、
丹
繍
楠
袷
、
傷
左
脾
、
以
禰
桔
中
綿
拭
血
。
叔
父
清
河

太
守
説
如
此
。
清
河
、
陸
雲
也
。
(
揺
嘗
て
敷
月
朝
合
せ
ず
、
意
性
常
に

異
な
り
。
或
ひ
と
其
の
故
を
問
ふ
。
云
ふ
、
「
常
に
好
き
婦
の
衆
た
る
有
り
。

美
麗
な
る
こ
と
非
凡
な
り
」
と
。
問
ふ
者
日
く
、
「
必
ず
是
れ
鬼
物
な
ら
ん
。

た

だ

　

　

　

ナ

す

之
を
殺
す
べ
し
」
　
と
。
婦
人
後
往
き
、
即
ち
に
は
前
ま
ず
、
戸
外
に
止
ま

ゆ
ゑ

る
。
揺
何
の
以
か
と
問
ふ
。
日
く
、
「
公
相
殺
さ
ん
と
す
る
の
意
有
り
」

と
。
揺
日
く
、
「
此
無
し
」
　
と
。
乃
ち
勤
勤
と
し
て
之
を
呼
ぶ
に
、
乃
ち
入

る
。
辞
意
恨
み
、
忍
び
ざ
る
の
心
有
る
も
、
然
れ
ど
も
猶
は
之
を
祈
り
脾

み
ち
　
わ
た

を
傷
つ
く
。
婦
人
即
ち
出
で
、
新
綿
を
以
て
血
を
拭
ひ
、
路
を
覚
る
。
明
日
、

ゆ

人
を
し
て
跡
を
尋
ね
て
之
か
し
む
れ
ば
、
一
大
家
に
至
る
。
木
中
に
好
婦
人

き

有
り
、
形
腔
生
人
の
如
し
。
白
練
の
杉
、
丹
繍
の
楠
橙
を
著
て
、
左
牌
を

傷
つ
け
ら
れ
、
楠
桔
中
の
綿
を
以
て
血
を
拭
ふ
。
叔
父
の
清
河
太
守
説
く

こ
と
此
く
の
如
し
。
清
河
は
、
陸
雲
な
り
。
)
※
魯
迅
『
古
小
説
鈎
沈
』
は
、

最
後
の
　
「
清
河
、
陸
雲
也
。
」
　
を
装
松
之
の
注
と
す
る
。

と
あ
る
。
ま
た
、
『
捜
神
記
』
巻
十
六
第
三
九
九
話
に
も
、

頴
川
鐘
紡
、
字
元
常
、
嘗
敷
月
不
朝
合
、
意
性
異
常
。
或
問
其
故
。
云
、

「
常
有
好
婦
束
、
美
麗
非
凡
。
」
　
間
者
日
、
「
必
是
鬼
物
。
可
殺
之
。
」
　
婦
人

後
往
、
不
即
前
、
止
戸
外
。
訪
問
、
「
何
以
。
」
日
、
「
公
有
相
殺
意
。
」
揺
日
、

「
無
比
。
」
勤
勤
呼
之
、
乃
入
。
緑
意
恨
、
有
不
忍
之
、
然
猶
研
之
、
傷
脾
。

婦
人
即
出
、
以
新
綿
拭
、
血
寛
路
。
明
日
、
使
人
尋
跡
之
、
至
一
大
家
。
木

中
有
好
婦
人
、
形
鮭
如
生
人
。
著
自
練
杉
、
丹
繍
補
結
、
傷
左
脾
、
以
楠
桔

中
綿
拭
血
。

と
あ
る
が
、
最
後
の
　
「
叔
父
滑
河
太
守
説
如
此
。
清
河
、
陸
雲
也
。
」
　
以
外
は
、

ほ
ぼ
『
陸
氏
異
林
』
と
同
文
で
あ
る
。

5
2
　
貌
賓
王
芳
時
、
中
山
有
王
周
南
者
、
岳
裏
邑
長
。
忽
有
鼠
従
穴
出
、
語
日
、

「
周
南
、
爾
以
某
日
死
。
」
周
南
不
應
。
至
期
、
更
冠
櫨
早
衣
而
出
、
日
、
「
周
南
、
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爾
以
日
中
死
。
」
亦
不
應
。
鼠
復
人
穴
。
日
適
中
、
鼠
又
冠
擴
而
出
、
日
、
「
周
南
、

汝
不
應
、
我
何
道
。
」
　
言
絶
、
顛
顧
而
死
、
即
失
衣
冠
所
在
。
就
視
之
、
輿
常
鼠

無
異
。
〔
廣
記
四
百
四
十
〕
　
※
鄭
晩
晴
輯
注
本
八
三
頁

【
注
釈
】
　
貌
賓
王
芳
　
三
国
魂
の
皇
帝
曹
芳
。
二
三
九
-
二
五
四
在
位
。
明
帝

の
後
、
帝
位
に
就
く
が
、
嘉
平
六
　
(
二
五
四
)
年
、
司
馬
師
に
よ
っ
て
廃
位
さ
れ

る
。
『
列
異
侍
』
『
捜
神
記
』
で
は
、
正
始
年
間
(
二
四
〇
-
二
四
九
)
　
の
こ
と
と

す
る
。
　
中
山
　
国
名
　
(
『
後
漢
書
』
郡
國
志
二
)
。
今
の
河
北
省
正
定
県
付
近
を

中
心
と
し
た
地
域
。
　
王
周
南
　
未
詳
。
　
裏
邑
長
　
襲
邑
県
の
長
官
。
裏
邑
県

は
陳
留
郡
　
(
『
後
漢
書
』
郡
國
志
三
)
　
の
属
県
。
今
の
河
南
省
惟
県
。
　
更
冠
瞭

早
衣
而
出
　
冠
を
つ
け
黒
い
服
に
着
替
え
て
出
て
き
た
。
「
更
」
　
は
改
め
る
意
。

鄭
學
殻
校
注
『
列
異
侍
』
(
文
化
垂
術
出
版
社
、
一
九
八
八
年
)
　
に
　
「
更
、
改
。

返
里
指
改
変
穿
戴
。
」
　
と
い
う
。
「
擴
」
　
は
頭
髪
を
包
む
頭
巾
。
「
冠
瞭
」
　
は
、
頭

巾
を
着
け
た
上
に
冠
を
つ
け
る
意
と
、
単
に
頭
巾
を
着
け
る
だ
け
の
意
が
あ
る
。

『
大
漢
和
辞
典
』
は
、
『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
上
の
　
「
見
諸
絡
過
、
皆
冠
瞭
而
服

婦
人
衣
。
」
　
(
諸
格
の
過
ぐ
る
を
見
る
に
、
皆
帳
を
冠
り
て
婦
人
の
衣
を
服
す
)
　
を

例
と
し
て
、
卑
賎
な
者
の
か
ぶ
り
も
の
を
か
ぶ
る
意
と
す
る
。
た
だ
、
『
世
説
新

語
』
雅
量
篇
に
　
「
謝
冠
櫨
傾
脱
」
　
(
謝
(
謝
萬
)
　
冠
憤
傾
脱
す
)
　
と
あ
る
よ
う
に
、

冠
を
つ
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
し
、
『
青
書
』
職
官
志
に
光
線
大
夫
で
金
章
紫

綬
を
加
え
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
　
「
品
秩
第
二
.
祓
賜
、
班
位
、
冠
幌
、
車
服
、
凧

玉
」
　
と
記
さ
れ
て
い
る
。
必
ず
し
も
卑
賎
な
者
の
か
ぶ
り
も
の
の
意
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
話
で
は
、
下
文
に
　
「
失
衣
冠
所
在
」
　
と
あ
る
の
で
、
冠
を
つ

け
て
い
た
こ
と
は
明
確
な
の
で
、
鄭
晩
晴
注
に
　
「
冠
憤
是
朝
服
」
、
鄭
學
張
校
注

『
列
異
侍
』
に
　
「
返
是
古
代
朝
会
的
官
服
。
共
笈
用
横
裏
起
来
、
横
上
戴
冠
。
」

と
あ
る
の
に
従
う
。
早
衣
は
下
級
官
吏
が
着
る
黒
い
服
。
鄭
晩
晴
注
に
　
「
執
法
者

枝
毛
衣
」
　
と
い
う
が
、
典
拠
は
不
詳
。
『
列
異
侍
』
は
　
「
緯
衣
」
　
(
赤
い
服
)
　
に
作

る
。
　
顛
蕨
　
倒
れ
て
ひ
っ
く
り
返
る
。
『
戦
國
策
』
賓
策
三
に
　
「
顛
蕨
之
請
」

と
あ
り
、
宋
・
飽
彪
注
に
　
「
顛
、
倒
。
蕨
、
債
。
」
　
と
い
う
。

【
訓
読
】
　
魂
の
賓
王
芳
の
時
、
中
山
に
王
周
南
な
る
者
有
り
、
裏
邑
の
長
た
り
。

な
ん
ぢ

忽
ち
鼠
有
り
穴
中
よ
り
出
で
て
、
語
り
て
日
く
、
「
周
南
、
爾
某
日
を
以
て
死
せ

あ
ら

ん
」
　
と
。
周
南
應
へ
ず
。
期
至
り
、
冠
憤
早
衣
に
更
め
て
出
で
て
、
日
く
、
「
周

な

ん

ぢ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま

さ

南
、
爾
日
中
を
以
て
死
せ
ん
」
　
と
。
亦
應
へ
ず
。
鼠
復
た
穴
に
入
る
。
日
適
中

し
、
鼠
又
冠
帳
に
し
て
出
で
て
、
日
く
、
「
周
南
、
汝
應
へ
ず
、
何
を
か
道
は
ん
」

と
。
言
絶
へ
、
顛
蕨
し
て
死
し
、
即
ち
衣
冠
の
在
る
所
を
失
ふ
。
就
き
て
之
を
視

る
に
、
常
の
鼠
と
異
な
る
無
し
。

【
訳
文
】
　
魂
の
賓
王
芳
の
時
、
中
山
に
王
周
南
と
い
う
者
が
い
て
、
襲
邑
県
の

長
官
だ
っ
た
。
突
然
鼠
が
穴
か
ら
出
て
き
て
、
告
げ
て
言
っ
た
、
「
周
南
よ
、
お

ま
え
は
某
日
に
死
ぬ
だ
ろ
う
」
　
と
。
周
南
は
応
え
な
か
っ
た
。
そ
の
日
に
な
り
、

鼠
は
冠
を
つ
け
黒
い
服
に
着
替
え
て
出
て
き
て
、
言
っ
た
、
「
周
南
よ
、
お
ま
え

は
昼
に
死
ぬ
だ
ろ
う
」
　
と
。
周
南
は
こ
れ
に
も
応
え
な
か
っ
た
。
鼠
は
ま
た
穴
に

入
っ
た
。
真
昼
に
な
り
、
鼠
が
ま
た
冠
を
つ
け
て
出
て
き
て
、
言
っ
た
、
「
周
南

よ
、
お
ま
え
が
返
事
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
わ
し
は
も
は
や
言
う
こ
と
は
な
い
」

と
。
言
い
終
わ
る
と
、
ひ
っ
く
り
か
え
っ
て
死
に
、
す
ぐ
に
冠
や
服
も
な
く
な
っ

た
。
そ
ば
に
行
っ
て
み
る
と
、
普
通
の
鼠
と
違
う
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

【
補
説
】
　
こ
の
話
は
、
『
列
異
侍
』
(
鈎
沈
本
第
四
五
話
)
、
『
捜
神
記
』
、
『
青
書
』

五
行
志
下
、
『
末
書
』
五
行
志
五
に
も
見
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
作
る
。

○
鈎
沈
本
『
列
異
侍
』
(
『
書
砂
』
巻
一
五
八
・
『
類
衆
』
巻
九
五
・
『
御
覧
』
巻
八

八
五
・
巻
九
一
一
引
)

正
始
中
中
山
王
周
南
島
裏
邑
長
、
有
鼠
衣
冠
従
穴
申
出
、
在
庶
事
上
、
語

日
、
「
周
南
、
爾
某
月
某
日
昔
死
。
」
　
周
南
不
應
、
鼠
還
穴
。
後
至
期
、
更
冠

憤
緯
衣
出
、
語
日
、
「
周
南
、
汝
日
中
雷
死
。
」
又
不
應
、
鼠
緩
人
穴
。
須
輿
、

出
語
日
、
「
向
日
通
欲
中
。
」
　
鼠
入
復
出
、
出
復
入
、
轄
更
敷
、
語
如
前
語
。

日
適
中
、
鼠
日
、
「
周
南
、
汝
不
應
、
我
復
何
道
。
」
　
言
絶
、
顛
顧
而
死
、
即
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失
衣
冠
。
周
南
使
卒
取
視
之
、
具
如
常
鼠
也
。

○
『
捜
神
記
』
巻
一
八
　
(
第
四
三
七
話
、
『
法
苑
珠
林
』
大
蔵
経
本
巻
三
一
妖
怪

篇
、
『
太
平
襲
宇
記
』
巻
二
引
)

魂
齋
王
芳
正
始
中
、
中
山
王
周
南
、
鳥
嚢
邑
長
。
忽
有
鼠
従
穴
出
、
在
磨

事
上
、
語
日
、
「
王
周
南
、
爾
以
某
月
某
日
雷
死
。
」
周
南
急
往
、
不
應
。
鼠

還
穴
。
後
至
期
復
出
、
更
冠
幌
早
衣
而
語
日
、
「
周
南
、
爾
日
中
富
死
。
」
亦

不
應
。
鼠
復
人
穴
。
須
央
復
出
、
出
復
入
、
樽
行
数
語
如
前
。
日
通
中
、
鼠

復
日
、
「
周
南
、
爾
不
應
死
、
我
復
何
道
。
」
　
言
託
、
顛
顧
而
死
、
即
失
衣
冠

所
在
。
就
祝
之
、
輿
常
鼠
無
異
。

○
『
青
書
』
巻
二
九
、
五
行
志
下
　
「
黄
告
黄
群
」

貌
賓
王
正
始
中
、
中
山
王
周
南
島
襲
邑
長
。
有
鼠
従
穴
出
、
語
日
、
「
王

周
南
、
爾
以
某
日
死
。
」
周
南
不
應
、
鼠
還
穴
。
後
至
期
、
更
冠
憤
早
衣
出
、

語
日
、
「
周
南
、
汝
日
中
雷
死
。
」
　
又
不
應
、
鼠
復
人
穴
。
斯
須
更
出
、
語
如

向
。
日
通
欲
中
、
鼠
入
須
央
復
出
、
出
復
入
、
轄
更
敷
、
語
如
前
。
日
通
中
、

鼠
日
、
「
周
南
、
汝
不
應
、
我
復
何
道
。
」
　
言
絶
、
顛
蕨
而
死
、
即
失
衣
冠
。

取
視
、
倶
如
常
鼠
。
案
班
固
説
、
此
黄
群
也
。
是
時
、
曹
爽
専
政
、
兢
鳥
比

周
、
故
鼠
作
攣
也
。

○
『
末
書
』
巻
三
四
、
五
行
志
五
　
「
黄
昏
黄
辞
」

魂
賓
王
正
始
中
、
中
山
王
周
南
島
裏
邑
長
。
有
鼠
従
穴
出
、
語
日
、
「
王

周
南
、
爾
以
某
日
死
。
」
南
不
應
。
鼠
還
穴
。
後
至
期
、
更
冠
櫨
早
衣
出
、

語
日
、
「
周
南
、
汝
日
中
雷
死
。
」
　
又
不
應
。
鼠
復
入
、
斯
須
更
出
、
語
如
向

日
。
適
欲
日
中
、
鼠
入
復
出
、
出
復
入
、
韓
更
敷
語
如
前
。
日
適
中
、
鼠
日
、

「
周
南
、
汝
不
應
我
、
復
何
道
。
」
言
絶
、
顛
蕨
而
死
、
即
失
衣
冠
。
取
視
、

倶
如
常
鼠
。
案
班
固
説
、
此
黄
祥
也
。
是
時
曹
爽
乗
政
、
競
鳥
比
周
、
故
鼠

作
攣
也
。

ま
た
、
『
太
平
広
記
』
巻
四
四
〇
　
「
鼠
」
部
な
ど
に
引
く
『
幽
明
録
』
(
鈎
沈
本

第
一
一
七
話
、
第
二
二
七
話
)
　
の
　
「
呉
北
寺
終
詐
道
人
」
　
「
清
河
郡
太
守
」
　
も
同

類
の
話
で
あ
る
。
妖
怪
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
返
事
を
し
な
い
と
、
妖
怪
の
方
が

自
滅
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
『
捜
神
後
記
』
巻
七
　
(
第
七
九
話
)
、
『
太

平
広
記
』
巻
三
二
三
引
『
述
異
記
』
(
鈎
沈
本
第
四
一
話
)
に
も
見
ら
れ
る
。
明
・

謝
肇
制
撰
『
五
経
組
』
に
は
、
こ
の
話
を
引
き
、
「
故
今
人
相
戒
、
遇
怪
事
不
得

言
。
又
諺
語
日
、
見
怪
不
怪
、
其
怪
自
噴
。
」
　
(
故
に
今
人
相
戒
む
、
怪
事
に
遇
ふや

ぷ

も
言
ふ
を
得
ず
と
。
又
諺
語
に
日
く
、
怪
を
見
て
怪
と
せ
ざ
れ
ば
、
其
の
怪
自
ら
填

る
と
)
　
と
記
す
。
宋
・
洪
邁
の
『
夷
堅
志
』
三
志
己
啓
二
に
も
、
同
じ
く
「
見
怪

不
怪
、
其
怪
自
壊
。
」
　
と
記
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
動
物
が
衣
冠
を
つ
け
て
現
れ
る
話
は
、
『
三
園
志
』
巻
八
公
孫
淵
侍
に
、

公
孫
氏
の
滅
亡
の
予
兆
譚
と
し
て
、
「
淵
家
敷
有
怪
,
犬
冠
憤
捧
衣
上
屋
」
　
(
淵
の

家
赦
し
ば
怪
有
り
.
犬
冠
帳
緯
衣
に
し
て
屋
に
上
る
)
　
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
曹

書
』
巻
一
八
、
五
行
志
中
「
犬
禍
」
・
『
末
書
』
巻
三
l
、
五
行
志
二
　
「
犬
禍
」
　
に

も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

5
3
　
孫
権
時
、
南
方
遣
吏
献
犀
替
①
。
吏
過
宮
亭
湖
底
山
君
廟
請
福
②
。
神
下
教

求
替
③
、
而
盛
管
器
便
在
神
前
④
。
吏
叩
頭
日
⑤
、
「
響
戯
天
子
。
必
乞
哀
念
。
」

神
云
、
「
臨
入
石
頭
、
首
相
還
。
」
吏
遂
去
⑥
。
達
石
頭
、
有
三
尺
鯉
魚
跳
入
船
⑦
。

吏
破
腹
得
之
⑧
。
〔
御
覚
六
百
八
十
八
、
九
百
三
十
六
〕
　
※
鄭
晩
晴
輯
注
本
一
四
五

貢
【
校
異
】
　
①
『
御
覧
』
六
八
八
無
「
犀
」
字
。
②
「
湖
底
山
君
」
　
四
字
、
『
御

覧
』
九
三
六
無
。
③
『
御
覚
』
六
八
八
無
「
神
」
字
。
④
『
御
覧
』
六
八
八
無
此

八
字
。
⑤
「
頭
」
字
、
鈎
沈
本
無
、
今
接
『
御
覚
』
六
八
八
補
。
『
御
覚
』
九
三

六
無
.
「
吏
叩
頭
日
管
献
天
子
必
乞
哀
念
」
十
二
字
。
⑥
『
御
覚
』
九
三
六
無
「
吏

遂
」
二
字
。
⑦
『
御
覚
』
九
三
六
無
「
有
」
字
。
「
船
」
字
、
『
御
覚
』
作
「
虹
」
、

飽
崇
城
本
作
「
船
」
。
⑧
「
腹
」
字
、
『
御
覧
』
九
三
六
作
「
魚
」
。
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【
注
釈
】
　
孫
権
一
八
二
-
二
五
二
。
字
は
仲
謀
。
三
国
呉
の
初
代
皇
帝
、
二

二
九
-
二
五
二
在
位
。
『
三
國
志
』
巻
四
七
に
伝
が
あ
る
。
　
宮
亭
湖
　
郡
陽
湖

(
彰
轟
湖
・
彰
姦
沢
・
彰
湖
)
　
の
南
側
で
鷹
山
に
近
い
部
分
の
名
。
宮
亭
廟
が
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
。
『
水
経
注
』
巻
三
九
度
江
水
に
　
「
山
下
又
有

神
廟
、
競
日
宮
亭
廟
。
故
彰
湖
亦
有
宮
亭
之
稲
蔦
。
」
　
(
山
下
に
又
神
廟
有
り
、
競

し
て
宮
亭
廟
と
日
ふ
。
故
に
彰
湖
も
亦
宮
事
の
稀
有
り
)
　
と
い
う
。
　
産
山
君
廟

鷹
山
は
江
西
省
九
江
県
の
南
に
あ
り
、
仙
人
の
山
と
し
て
有
名
。
『
水
経
注
』

巻
三
九
應
江
水
引
『
預
章
旧
志
』
に
、
「
應
俗
は
字
を
君
孝
と
言
い
、
本
姓
は
匡

で
、
父
の
東
野
王
と
と
も
に
、
都
陽
県
の
長
官
だ
っ
た
呉
丙
が
漠
の
天
下
統
一
助

け
た
の
に
協
力
し
た
、
漢
は
俗
を
鄭
陽
に
封
じ
、
越
底
君
と
言
っ
た
。
俗
の
兄
弟

七
人
は
皆
道
術
を
好
み
、
宮
亭
の
山
に
住
ん
だ
の
で
、
そ
の
山
を
應
山
と
名
づ
け

た
。
漢
の
武
帝
が
南
巡
し
た
と
き
、
こ
の
山
を
見
て
神
霊
だ
と
し
、
俗
を
大
明
公

遠
法
師
に
封
じ
た
。
」
と
い
う
。
『
類
衆
』
巻
七
　
「
鷹
山
」
引
周
景
式
『
應
山
記
』

に
「
匡
俗
、
周
威
王
時
、
生
両
神
重
。
應
於
此
山
、
世
稀
應
君
。
故
山
取
競
焉
。
」

(
匡
俗
、
周
の
威
王
の
時
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
神
重
な
り
。
此
の
山
に
座
し
、

世
塵
君
と
稀
す
。
故
に
山
取
り
て
琉
す
。
(
『
御
覚
』
巻
四
一
引
張
僧
監
『
尋
陽

記
』
威
王
作
武
王
。
)
)
と
あ
る
よ
う
に
、
匡
俗
(
應
俗
)
は
周
の
武
王
　
(
威
王
)

の
時
の
仙
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
鹿
山
君
、
慮
君
と
呼
ば
れ
る
。
　
神
下
教

神
が
命
令
を
下
す
。
「
教
」
は
、
諸
侯
の
命
令
を
い
う
。
『
文
選
』
巻
三
六
倍
亮
「
鳥

采
公
修
張
良
廟
教
」
李
善
注
引
寮
監
『
濁
断
』
に
　
「
諸
侯
吉
日
教
」
　
(
諸
侯
の
言

を
教
と
日
ふ
)
　
と
あ
る
。
　
管
　
冠
を
留
め
る
た
め
に
髪
に
挿
す
か
ん
ざ
し
。
こ

う
が
い
。
　
石
頭
　
孫
権
が
都
と
し
た
と
こ
ろ
。
建
業
　
(
今
の
南
京
市
)
。
『
後
漢

書
』
郡
國
志
四
　
「
丹
陽
郡
石
城
」
劉
昭
注
に
　
「
其
地
本
名
金
陵
、
秦
始
皇
改
。
建

安
十
六
年
、
孫
権
改
日
建
業
。
十
七
年
、
城
石
頭
。
」
　
と
あ
る
。
後
、
晋
の
太
康

三
　
(
二
八
二
)
　
年
に
建
部
に
改
め
、
建
興
　
(
三
一
三
)
　
年
に
懲
帝
　
(
司
馬
鄭
)
　
の

詩
を
避
け
て
建
康
と
改
め
、
東
晋
以
降
南
朝
の
都
と
な
っ
た
。
　
吏
遂
去
　
話
の

前
後
か
ら
し
て
、
吏
は
管
を
神
に
召
し
上
げ
ら
れ
た
ま
ま
仕
方
な
く
出
発
し
た
こ

と
に
な
る
。
『
捜
神
記
』
巻
四
　
(
第
八
一
話
)
　
で
は
、
「
吏
不
得
巳
、
遂
行
。
」
　
に

作
る
。

【
訓
読
】
　
孫
権
の
時
、
南
方
更
を
遣
は
し
て
犀
智
を
献
ぜ
し
む
。
吏
宮
亭
湖

の
鷹
山
君
の
廟
に
過
ぎ
り
福
を
請
ふ
。
神
教
を
下
し
て
菅
を
求
め
て
、
智
を
盛

る
器
便
ち
神
前
に
在
り
。
吏
叩
頭
し
て
日
く
、
「
管
は
天
子
に
厭
ぜ
ん
と
す
。

必
ず
哀
念
せ
ん
こ
と
を
乞
ふ
」
　
と
。
神
云
ふ
、
「
石
頭
に
入
る
に
臨
み
て
、
雷
に

相
還
す
べ
し
」
　
と
。
吏
遂
に
去
る
。
石
頭
に
達
す
る
に
、
三
尺
の
鯉
魚
の
跳
ね

て
船
に
入
る
有
り
。
吏
腹
を
破
り
て
之
を
得
。

【
訳
文
】
　
孫
権
の
時
に
、
南
方
の
国
が
使
者
を
派
遣
し
て
犀
　
l
の
智
を
献
上
さ
せ

よ
う
と
し
た
。
使
者
は
宮
亭
湖
の
鷹
山
君
の
廟
を
訪
ね
て
福
を
祈
っ
た
。
す
る
と

廟
神
が
命
令
を
下
し
て
智
を
求
め
、
菅
を
納
め
た
入
れ
物
は
た
ち
ま
ち
神
の
前
に

置
か
れ
た
。
使
者
は
叩
頭
し
て
、
「
管
は
天
子
に
献
上
す
る
も
の
で
す
。
是
非
と

も
お
慈
悲
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
っ
た
。
神
は
、
「
石
頭
城
に
入
る
直
前
に
は
、

き
っ
と
返
し
て
や
る
」
　
と
言
っ
た
。
吏
は
仕
方
な
く
そ
の
ま
ま
出
発
し
た
。
石
頭

城
に
着
く
と
、
三
尺
　
(
約
七
〇
セ
ン
チ
)
　
の
鯉
が
船
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
使
者

は
そ
の
鯉
の
腹
を
割
い
て
哲
を
手
に
入
れ
た
。

【
補
説
】
　
こ
の
話
は
、
『
捜
神
記
』
巻
四
　
(
第
八
一
語
)
　
に
も
見
ら
れ
る
。

南
州
人
有
遣
吏
戯
犀
智
於
孫
権
者
。
舟
過
宮
亭
廟
而
乞
靂
焉
。
紳
忽
下
数

日
、
「
須
汝
犀
管
。
」
吏
憧
遽
、
不
敢
應
。
俄
而
犀
響
巳
前
列
臭
。
紳
復
下
数

日
、
「
侯
汝
至
石
頭
城
、
返
汝
撃
。
」
吏
不
得
巳
、
遂
行
。
自
分
失
智
、
且
得

死
罪
。
比
達
石
頭
、
忽
有
大
鯉
魚
、
長
三
尺
、
超
人
舟
。
剖
之
得
替
。
(
南

州
の
人
に
吏
を
遣
は
し
て
犀
管
を
孫
権
に
献
ず
る
者
有
り
。
舟
宮
亭
廟
を

・
も
と

過
ぎ
て
歪
に
乞
ふ
。
紳
忽
ち
教
を
下
し
て
日
く
、
「
汝
の
犀
智
を
須
む
」
と
。

吏
憧
遽
し
て
、
敢
へ
て
應
へ
ず
。
俄
に
し
て
犀
管
巳
に
前
に
列
ぬ
。
紳
復
た

ま

教
を
下
し
て
日
く
、
「
汝
の
石
頭
城
に
至
る
を
侯
ち
て
、
汝
に
智
を
返
さ
ん
」
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と
。
吏
巳
む
を
得
す
し
て
、
遂
に
行
く
。
自
ら
智
を
失
ひ
、
且
に
死
罪
を

こ
ろ
お
ひ

得
ん
と
分
す
。
石
頭
に
達
す
る
比
、
忽
ち
大
鯉
魚
有
り
、
長
三
尺
、
躍
り

て
舟
に
入
る
。
之
を
剖
き
て
管
を
得
。
)

文
に
若
干
の
相
違
が
あ
り
、
『
捜
神
記
』
　
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
類
書
中
に
『
捜
神
記
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。

宮
亭
湖
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
『
幽
明
録
』
第
一
七
話
に
も
見
え
た
が
、
そ
の
他

に
も
こ
の
廟
神
に
関
す
る
話
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

○
『
捜
神
記
』
巻
四
　
(
第
八
〇
話
。
『
書
紗
』
巻
一
三
七
、
『
御
覧
』
巻
三
四
五
・

六
九
七
・
九
三
六
引
)

宮
亭
湖
孤
石
廟
、
嘗
有
佑
客
下
部
、
控
其
廟
下
、
見
二
女
子
。
云
、
「
可

鳥
買
雨
量
耕
履
。
自
相
厚
報
。
」
佑
客
至
都
、
市
好
締
履
、
井
箱
盛
之
。
白

市
書
刀
、
亦
内
箱
中
。
既
還
、
以
箱
及
香
置
廟
中
而
去
、
忘
取
書
刀
。
至
河

中
流
、
忽
有
鯉
魚
跳
入
船
内
。
破
魚
腹
、
得
書
刀
蔦
。
(
宮
亭
湖
の
孤
石
廟

に
、
嘗
て
佑
客
有
り
都
に
下
り
、
其
の
廟
下
を
経
、
二
女
子
を
見
る
。
云
ふ
、

「
鳥
に
雨
量
の
赫
履
を
買
ふ
べ
し
。
自
ら
相
厚
く
報
い
ん
」
　
と
。
佑
客
都・

一

〃

に
至
り
、
好
き
赫
屡
を
市
ひ
、
井
せ
て
箱
も
て
之
を
盛
る
。
自
ら
書
刀
を
市

ひ
、
亦
箱
中
に
朴
る
。
既
に
還
り
、
箱
及
び
香
を
以
て
廟
中
に
置
き
て
去
り
、

書
刀
を
取
る
を
忘
る
。
河
の
中
流
に
至
る
に
、
忽
ち
鯉
魚
有
り
て
跳
ね
て
船

内
に
入
る
。
魚
腹
を
破
り
て
、
書
刀
を
得
。
)

○
『
御
覧
』
巻
七
一
〇
引
1
『
神
異
記
』
(
鈎
沈
本
王
浮
『
神
異
記
』
第
二
話
。
『
書

妙
』
巻
一
三
三
引
作
『
述
異
記
』
(
釣
沈
本
祖
沖
之
『
述
異
記
』
第
八
〇
話
)

陳
敏
、
孫
暗
之
世
焦
江
夏
太
守
。
自
建
業
赴
職
、
間
宮
亭
廟
験
(
注
、
言

整
験
)
、
過
乞
在
任
安
穏
、
宮
上
銀
杖
一
枚
。
年
限
既
蒲
、
作
杖
擬
以
還
廟
。
.

撫
睡
銭
以
房
幹
、
以
銀
塗
之
。
尋
徴
鳥
散
騎
常
侍
、
往
宮
亭
、
送
杖
於
廟
中

託
、
即
進
路
。
日
焼
、
降
神
巫
宣
教
日
、
「
陳
敏
、
許
我
銀
杖
、
今
以
塗
杖

見
輿
。
便
投
水
中
、
昔
送
以
還
之
。
欺
茂
之
罪
、
不
可
容
也
。
」
　
於
是
取
杖

看
之
、
剖
視
、
中
見
城
幹
、
乃
置
之
湖
中
。
杖
浮
在
水
上
、
其
疾
如
飛
。
遥

到
敏
肪
前
、
敏
舟
遂
覆
也
。
二
陳
敏
、
孫
略
の
世
に
江
夏
太
守
た
り
。
建
業

よ
り
職
に
赴
き
、
宮
亭
廟
の
験
あ
る
を
聞
き
、
過
ぎ
り
て
任
に
在
る
の
安
穏

た
て
ま
つ

を
乞
ひ
、
昔
に
銀
杖
一
枚
を
上
る
べ
L
と
い
う
。
年
限
既
に
満
ち
、
杖
を

作
り
以
て
廟
に
還
ら
ん
と
擬
る
。
銭
を
撫
擁
し
て
以
て
幹
と
鳥
し
、
銀
を
以

て
之
に
塗
る
。
尋
い
で
徹
さ
れ
て
散
騎
常
侍
と
焦
り
、
宮
亭
に
往
き
、
杖
を

廟
中
に
送
り
託
り
、
即
ち
路
を
進
む
。
日
晩
れ
、
神
巫
に
降
り
教
を
宣
べ
て

日
く
、
「
陳
敏
、
我
に
銀
杖
を
許
し
、
今
塗
杖
を
以
て
輿
へ
ら
る
。
便
ち
水

中
に
投
じ
、
昔
に
送
り
て
以
て
之
を
還
す
べ
し
。
欺
蔑
の
罪
、
容
す
べ
か
ら

ざ
る
な
り
」
　
と
。
是
に
於
い
て
杖
を
取
り
て
之
を
看
、
剖
き
て
視
る
に
、
中

に
絨
幹
を
見
て
、
乃
ち
之
を
湖
中
に
置
く
。
杖
浮
き
て
水
上
に
在
り
、
其
の

疾
き
こ
と
飛
ぶ
が
如
し
。
遥
か
に
敏
の
肪
前
に
到
り
、
敏
の
舟
遂
に
覆
る
。
)

※
『
書
紗
』
巻
一
三
三
引
『
述
異
記
』
作
(
陳
敏
房
江
夏
太
守
、
許
宮
亭
廟

神
一
銀
杖
。
後
以
一
銭
杖
銀
塗
之
。
送
杖
還
、
廟
神
巫
宣
教
日
、
「
陳
敏
之

罪
、
不
可
容
也
。
」
　
乃
置
之
湖
中
。
杖
浮
在
水
上
、
敏
舟
値
風
傾
覆
臭
。
)

○
『
廣
記
』
巻
二
九
五
引
『
幽
明
録
』
(
鈎
沈
本
第
一
三
三
話
)

南
康
宮
亭
廟
、
殊
有
神
験
。
昔
孝
武
世
、
有
一
沙
門
至
廟
。
神
像
見
之
、

涙
出
交
流
。
因
標
姓
字
、
則
是
昔
友
也
。
自
説
、
「
我
罪
深
。
能
見
滑
脱
不
。
」

沙
門
即
鳥
齋
戒
詞
脛
、
語
日
、
「
我
欲
見
卿
美
形
。
」
　
神
云
、
「
稟
形
甚
醜
、

不
可
出
也
。
」
　
沙
門
苦
請
、
遂
化
鳥
蛇
。
身
長
敷
丈
、
垂
頭
梁
上
、
一
心
聴

経
、
日
中
血
出
。
至
七
日
七
夜
、
蛇
死
、
廟
亦
歓
絶
。
(
南
康
の
宮
亭
廟
、

殊
に
神
飴
有
り
。
音
の
孝
武
の
世
、
一
沙
門
有
り
廟
に
至
る
。
神
像
之
を
見

て
、
涙
出
で
て
交
ご
も
流
る
。
因
り
て
姓
字
を
標
せ
ば
、
則
ち
是
れ
昔
の
友

な
り
。
自
説
ふ
、
「
我
罪
探
し
。
能
く
滑
脱
せ
ら
る
や
い
な
や
」
　
と
。
沙
門

即
ち
烏
に
齋
戒
詞
経
し
、
語
り
て
日
く
、
「
我
卿
の
真
形
を
見
ん
と
欲
す
」

し
き

と
。
神
云
ふ
、
「
稟
形
甚
だ
醜
く
、
出
づ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
　
と
。
沙
門
苦
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り
に
請
ふ
に
、
遂
に
化
し
て
蛇
と
焦
る
。
身
の
長
敷
丈
、
頭
を
梁
上
に
垂
れ
、

一
心
に
控
を
磨
き
、
日
中
よ
り
血
出
づ
。
七
日
七
夜
に
至
り
、
蛇
死
し
、
廟

も
亦
歓
絶
す
。
)

○
『
異
苑
』
巻
五
(
第
一
八
六
話
。
『
書
沙
』
巻
一
三
七
引
『
異
苑
』
。
『
初
学
記
』

巻
七
『
御
覚
』
巻
六
六
引
作
盛
弘
之
『
荊
州
記
』
。
)

宮
亭
廟
神
甚
有
靂
験
。
商
旅
経
過
、
若
有
躊
請
、
則
一
時
能
使
湖
中
分
風

沿
折
、
皆
撃
帆
利
渉
無
虞
。
(
宮
亭
廟
神
甚
だ
靂
験
有
り
。
商
旅
経
過
し
、

若
し
頑
請
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
則
ち
一
時
能
く
湖
中
を
し
て
風
を
分
ち
て
沿

お
そ

折
せ
し
め
、
皆
帆
を
奉
げ
捗
る
に
利
あ
り
て
虞
れ
無
し
。
)

ノ
○
大
蔵
経
本
『
法
苑
珠
林
』
巻
三
二
引
『
述
異
記
』
(
鈎
沈
木
祖
沖
之
『
述
異
記
』

第
二
七
話
)秦

周
訪
少
時
、
輿
商
人
折
江
倶
行
、
夕
止
宮
亭
廟
下
。
同
侶
相
語
、
「
誰

能
入
廟
中
宿
。
」
訪
性
胎
果
決
、
因
上
廟
宿
。
寛
夕
宴
然
。
晨
起
、
廟
中
見

有
白
頭
老
公
。
訪
遂
檎
之
、
化
房
雄
鴨
。
訪
捉
還
船
、
欲
烹
之
。
因
而
飛
去
。

わ
か

後
寛
無
他
。
(
秦
の
周
訪
少
き
時
、
商
人
と
江
を
折
り
倶
に
行
き
、
夕
に
宮

亭
廟
の
下
に
止
ま
る
。
同
侶
相
語
る
、
「
誰
か
能
く
廟
中
に
入
り
て
宿
す
る
」

と
。
訪
性
胞
に
し
て
果
決
、
因
り
て
廟
に
上
り
て
宿
す
。
寛
夕
宴
然
た
り
。

農
に
起
き
、
廟
中
に
白
頭
の
老
公
有
る
を
見
る
。
訪
遂
に
之
を
檎
ふ
る
に
、

化
し
て
雄
鴨
と
焦
る
。
訪
捉
へ
て
船
に
還
り
、
之
を
烹
ん
と
欲
す
。
因
り
て

飛
び
去
る
。
後
寛
に
他
無
し
。
)

○
『
虜
記
』
巻
二
九
六
引
『
述
異
記
』
(
鈎
沈
本
祖
沖
之
『
述
異
記
』
第
三
七
話
)

宋
元
嘉
中
、
南
康
平
固
人
黄
苗
房
州
吏
、
受
偶
違
期
。
方
上
行
、
脛
宮
亭

湖
、
入
廟
下
願
。
希
免
罰
坐
、
又
欲
還
家
、
若
所
願
拉
遂
、
首
上
猪
酒
。
苗

至
州
、
皆
得
如
志
、
乃
還
。
資
装
既
薄
、
遂
不
過
廟
。
行
至
都
界
、
輿
同
侶

並
船
泊
宿
。
中
夜
、
船
忽
従
水
日
下
、
其
疾
如
風
介
。
夜
四
更
、
苗
至
宮
事
、

始
仁
悟
。
見
船
上
有
三
人
、
拉
烏
衣
、
持
縄
収
縛
苗
、
夜
上
廟
階
下
。
見
神

年
可
四
十
、
黄
面
、
披
錦
祖
。
梁
下
懸
一
味
、
大
如
弾
丸
、
光
耀
照
屋
。
一

人
戸
外
日
、
「
平
固
黄
苗
、
上
願
猪
酒
、
遊
回
家
。
教
録
、
今
到
。
」
命
請
三

年
、
取
三
十
人
。
遣
吏
送
苗
窮
山
林
中
、
錬
腰
繋
樹
、
ノ
日
以
生
肉
食
之
。
苗

忽
忽
憂
思
、
但
党
寒
熱
身
瘡
、
翠
賠
生
斑
毛
。
脛
一
旬
、
毛
蔽
身
、
爪
牙
生
、

性
欲
挿
畦
。
吏
解
鎖
放
之
、
隠
其
行
止
。
三
年
、
凡
得
二
十
九
人
。
次
應
取

新
治
一
女
。
而
此
女
士
族
、
初
不
出
外
、
後
値
輿
姉
妹
従
後
門
出
詣
親
家
。

女
最
在
後
、
因
取
之
。
岳
此
女
難
得
、
渉
五
年
、
人
数
乃
充
。
吏
送
至
廟
、

神
教
放
遣
。
乃
以
珪
飯
飲
之
、
賠
毛
棺
落
、
髪
髪
悉
出
、
爪
牙
堕
、
生
新
者
。

脛
十
五
日
、
還
如
人
形
、
意
慮
復
常
、
送
出
大
路
。
醇
令
呼
苗
具
疏
事
。
覆

前
後
所
取
入
、
遍
問
其
家
、
拉
符
合
焉
。
脾
鳥
戟
所
傷
、
創
痕
尚
薫
苗
還

家
八
年
、
得
時
疾
死
。
(
采
の
元
嘉
中
、
南
康
平
国
の
人
黄
苗
州
吏
と
焦
り
、

偶
を
受
け
期
に
違
ふ
。
方
に
上
行
し
、
宮
亭
湖
を
経
て
、
廟
に
入
り
て
下
願

ね
が

す
。
罰
坐
を
免
れ
ん
こ
せ
を
希
ひ
、
又
家
に
還
ら
ん
と
欲
し
、
若
し
願
ふ
所

た
て
ま
つ

並
び
に
遂
げ
ば
、
富
に
猪
酒
を
上
　
る
べ
L
と
い
ふ
。
苗
州
に
至
り
、
皆

志
の
.
如
き
を
得
て
、
乃
ち
還
る
。
資
装
既
に
薄
く
、
遂
に
廟
に
過
ぎ
ら
ず
。

行
き
て
都
界
に
至
り
、
同
侶
と
並
び
に
船
に
泊
宿
す
。
中
夜
、
船
忽
ち
水
に

た
ナ

従
ひ
て
自
ら
下
り
、
其
の
疾
き
こ
と
風
の
介
く
る
が
如
し
。
夜
四
更
、
苗

宮
事
に
至
り
、
始
め
て
醒
悟
す
。
船
上
を
見
る
に
三
人
有
り
、
拉
び
に
烏
衣

に
し
て
、
縄
を
持
ち
て
苗
を
収
縛
し
、
夜
廟
の
階
下
に
上
ら
し
む
。
神
の

き

年
四
十
ば
か
り
、
黄
面
に
し
て
、
錦
祖
を
披
る
を
見
る
。
梁
下
に
一
味
を
懸

け
、
大
な
る
こ
と
弾
丸
の
如
く
、
光
耀
き
て
屋
を
照
ら
す
。
一
人
戸
外
よ
り

た
て
ま
つ

日
く
、
「
平
国
の
黄
苗
、
願
を
猪
酒
に
上
　
る
も
、
遮
れ
て
家
に
回
る
。
録

せ
し
め
て
、
今
到
る
」
　
と
。
諦
す
る
こ
と
三
年
、
三
十
人
を
取
ら
し
め
よ
と

く

さ

り

命
ず
。
吏
を
遣
は
し
て
苗
を
窮
山
林
中
に
送
り
、
腰
に
摸
し
て
樹
に
繋
ぎ
、

日
に
生
肉
を
以
て
之
に
食
は
し
む
。
苗
忽
忽
と
し
て
憂
思
し
、
但
だ
寒
熱

身
瘡
を
覚
え
、
撃
髄
斑
毛
を
生
ず
。
一
旬
を
経
て
、
毛
身
を
蔽
ひ
、
爪
牙
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生
じ
、
性
挿
喧
せ
ん
と
欲
す
。
吏
鎌
を
解
き
て
之
を
放
ち
、
其
の
行
止
に

随
は
し
む
。
三
年
に
し
て
、
凡
そ
二
十
九
人
を
得
。
次
い
で
應
に
新
治
の
一

女
を
取
る
べ
し
。
而
る
に
比
の
女
は
士
族
に
し
て
、
初
め
外
に
出
で
ず
、
後

姉
妹
と
後
門
よ
り
出
で
て
親
家
に
詣
る
に
値
ふ
。
女
最
も
後
に
在
り
、
因
り

て
之
を
取
る
。
此
の
女
の
得
難
き
が
鳥
に
、
五
年
に
捗
り
て
、
人
数
乃
ち
充

つ
。
吏
送
り
て
廟
に
至
り
、
神
放
遺
せ
し
む
。
乃
ち
蛭
飯
を
以
て
之
に
飲

ま
し
む
る
に
、
饅
毛
稗
く
落
ち
、
髭
髪
悉
く
出
で
、
爪
牙
堕
ち
、
新
し
き
者

生
ず
。
十
五
日
を
経
て
、
還
た
人
形
の
如
く
、
意
慮
常
に
復
し
、
送
り
て
大

路
に
出
だ
さ
し
む
。
醸
令
苗
を
呼
び
事
を
具
疏
せ
し
む
。
前
後
の
取
る
所

の
人
を
覆
し
、
遍
く
其
の
家
に
問
ふ
に
、
拉
び
に
符
合
す
。
脾
の
戟
の
傷
つ

く
る
所
と
鳥
り
、
創
痕
尚
ほ
在
り
。
苗
家
に
還
り
て
八
年
、
時
疾
を
得
て

死
す
。
)

宮
亭
廟
の
神
が
様
々
な
姿
で
現
れ
、
そ
の
霊
験
が
あ
ら
た
か
で
あ
り
、
約
束
を
違

え
る
と
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
話
も
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

慮
山
君
　
(
慮
君
)
　
の
方
も
、
古
小
説
に
次
の
よ
う
な
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。

○
『
書
紗
』
巻
七
六
引
『
列
異
侍
』
(
釣
沈
本
第
三
六
話
)

田
伯
焦
慮
江
太
守
、
移
郡
淫
鬼
、
命
壷
到
府
、
一
月
不
日
爽
見
、
富
墳
詞
。

唯
應
君
往
見
、
自
稀
賎
民
。
輿
府
君
約
、
刻
百
日
、
昔
遷
大
都
。
願
見
過
。

後
如
期
、
果
鳥
挿
相
公
、
不
過
於
詞
。
常
見
慮
君
、
月
餞
病
死
。
(
田
伯
應

江
太
守
と
鳥
り
、
郡
の
淫
鬼
に
移
し
、
命
じ
て
遍
く
府
に
到
ら
し
め
、
一
月

の
う
ち
自
ら
来
り
て
見
え
ず
ん
ば
、
昔
に
詞
を
壊
つ
べ
L
と
い
ふ
。
唯
だ
應

君
の
み
往
き
て
見
え
、
自
ら
賊
民
と
稀
す
。
府
君
と
約
し
て
、
「
百
日
を
刻

し
て
、
昔
に
大
都
に
遷
る
べ
し
。
願
は
く
は
過
ら
れ
ん
こ
と
を
」
　
と
い
ふ
。

後
、
期
の
如
く
し
て
、
果
た
し
て
挿
相
と
焦
る
も
、
詞
に
過
ら
ず
。
常
に
底

君
を
見
、
月
給
に
し
て
病
み
て
死
す
。
)

こ
の
話
は
、
淫
詞
禁
止
に
対
す
る
抵
抗
の
気
持
ち
が
、
旗
山
の
神
の
霊
験
を
借
り

て
語
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
淫
両
禁
止
に
関
す
る
と
し
て
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

○
『
廣
記
』
巻
二
九
三
引
『
志
怪
』
　
(
鈎
沈
本
『
雑
鬼
神
志
怪
』
第
八
話
。
亦
見

股
芸
『
小
説
』
(
鈎
沈
本
第
一
〇
六
話
)
)

顧
都
鳥
橡
章
、
崇
學
校
、
禁
淫
祀
、
風
化
大
行
。
歴
毀
諸
廟
、
至
鷹
山
廟
。

一
郡
悉
謙
、
不
従
。
夜
、
忽
聞
有
排
大
門
啓
、
怪
之
。
忽
有
一
人
開
閉
蓬
前
。

状
若
方
相
、
自
説
是
應
山
君
。
郡
濁
封
之
、
要
進
上
林
。
鬼
即
入
坐
。
郡
善

左
侍
。
鬼
遂
輿
郡
談
春
秋
、
爾
夜
不
能
相
屈
。
郡
歎
其
精
群
、
謂
日
、
「
侍

載
晋
景
公
所
夢
大
層
者
、
古
今
同
有
是
物
也
。
」
鬼
笑
日
、
「
今
大
則
有
之
、

膚
則
不
然
。
」
　
燈
火
壷
、
郡
不
命
取
、
乃
隠
焼
左
侍
以
綿
之
。
鬼
頻
請
退
、

郡
軌
留
之
。
鬼
本
欲
凌
郡
、
郡
神
気
湛
然
、
不
可
得
乗
。
鬼
反
和
遜
求
復
廟
、

言
旨
懇
至
。
郡
笑
而
不
苔
。
鬼
登
怒
而
退
。
顧
謂
郡
日
、
「
今
夕
不
能
讐
君
。

三
年
之
内
、
君
必
衰
英
。
昔
因
此
時
相
報
。
」
　
郡
日
、
「
何
事
息
息
。
且
復
留

談
論
。
」
鬼
乃
隠
而
不
見
。
視
門
間
悉
閉
如
故
。
如
期
、
郡
果
篤
疾
、
恒
夢

見
此
鬼
爽
撃
之
。
拉
勒
郡
復
廟
、
郡
日
、
「
邪
豊
勝
正
。
」
終
不
蛭
。
後
遂
卒
。

お
さ

(
顧
郁
橡
章
を
烏
め
、
學
校
を
崇
び
、
淫
祀
を
禁
じ
、
風
化
大
い
に
行
は

る
。
諸
廟
を
歴
毀
し
、
應
山
廟
に
至
る
。
一
郡
悉
く
諌
む
る
も
、
従
は
ず
。

ひ
ら

夜
、
忽
ち
大
門
を
排
く
費
有
る
を
聞
き
、
之
を
怪
し
む
。
忽
ち
一
人
有
り
問

た

だ

　

　

ナ

す

を
開
き
て
逗
ち
に
前
む
。
状
方
相
の
若
く
、
自
ら
説
ふ
是
れ
産
山
君
な
り

・
も
.
と

と
。
郡
濁
り
之
に
封
し
、
進
み
て
林
に
上
る
を
要
む
。
鬼
即
ち
入
り
て
坐
す
。

郡
左
博
を
善
く
す
。
鬼
遂
に
郡
と
春
秋
を
談
じ
、
夜
に
滴
る
も
相
屈
す
る

能
は
ず
。
郡
其
の
精
群
な
る
を
歎
じ
、
謂
ひ
て
日
く
、
「
侍
に
載
す
音
の
景

公
夢
み
し
所
の
大
底
は
、
古
今
同
じ
く
是
の
物
有
り
や
」
　
と
。
鬼
笑
ひ
て
日

く
、
「
今
大
は
則
ち
之
有
る
も
、
席
は
則
ち
然
ら
ず
」
と
。
燈
火
志
く
る
も
、

郡
取
る
を
命
ぜ
ず
、
乃
ち
随
ひ
て
左
侍
を
焼
き
て
以
て
之
を
綿
く
。
鬼
頻

り
に
退
か
ん
こ
と
を
請
ふ
も
、
郡
杭
ち
之
を
留
む
。
鬼
本
郡
を
凌
が
ん
と
欲
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す
る
も
、
郡
神
気
湛
然
と
し
て
、
乗
ず
る
を
得
べ
か
ら
ず
。
鬼
反
っ
て
和
遜

し
廟
を
復
せ
ん
こ
と
を
求
め
、
言
旨
懇
至
な
り
。
郡
笑
ひ
て
苔
へ
ず
。
鬼
怒

あ
だ

り
を
幾
し
て
退
く
。
顧
み
て
郡
に
謂
ひ
て
日
く
、
「
今
夕
君
に
讐
す
る
能
は

ず
。
三
年
の
内
、
君
必
衰
へ
ん
。
昔
に
比
の
時
に
因
り
て
相
報
ゆ
べ
し
」
と
。

し
ば
ら

郡
日
く
、
「
何
事
ぞ
息
息
た
る
。
且
く
復
た
留
ま
り
て
談
論
せ
ん
」
　
と
。
鬼

・
b
と

乃
ち
隠
れ
て
見
え
ず
。
門
間
を
視
る
に
悉
く
閉
じ
て
故
の
如
し
。
期
の
如
く

し
て
、
郡
果
し
て
篤
疾
あ
り
、
恒
に
夢
に
見
此
の
鬼
の
来
た
り
て
之
を
撃
つ

を
見
る
。
並
び
に
郡
に
廟
を
復
せ
ん
こ
と
を
勒
む
る
も
、
郡
日
く
、
「
邪
豊

に
正
に
勝
た
ん
や
」
　
と
。
終
に
磨
か
ず
。
後
遂
に
卒
す
。
)

ま
た
鷹
山
君
や
そ
の
夫
人
や
娘
と
人
間
の
男
女
と
の
関
係
を
語
る
話
も
あ
る
。

○
『
捜
神
記
』
巻
四
　
(
第
七
八
話
。
『
水
経
注
』
巻
三
九
、
『
廣
記
』
巻
二
九
二
引

『
捜
神
記
』
)

張
撲
、
字
公
直
、
不
知
何
許
人
也
。
鳥
呉
郡
太
守
、
徴
還
、
道
由
底
山
。

子
女
戟
於
両
室
、
婚
使
指
像
人
以
戯
日
、
「
以
此
配
汝
。
」
　
其
夜
、
瑛
妻
夢
魔

君
致
韓
日
、
「
都
男
不
肖
、
感
垂
採
搾
、
用
致
微
意
。
」
妻
党
怪
之
。
婚
言
其

情
。
於
是
妻
憎
、
催
瑛
速
賛
。
中
流
、
舟
不
篤
行
。
閤
船
震
恐
。
乃
皆
投
物

於
水
、
船
猶
不
行
。
戎
日
、
「
投
女
。
」
　
則
船
烏
進
。
皆
目
、
「
神
意
巳
可
知

也
。
以
一
女
而
滅
一
門
、
奈
何
。
」
　
瑛
日
、
「
吾
不
忍
見
之
。
」
　
乃
上
飛
慮
、

臥
、
使
妻
沈
女
於
水
。
妻
因
以
瑛
亡
兄
孤
女
代
之
。
置
席
水
中
、
女
坐
其
上
、

船
乃
得
去
。
瑛
見
女
之
在
也
、
怒
日
、
「
吾
何
面
目
於
富
世
也
。
」
　
乃
復
投
己

女
。
及
得
渡
、
遠
見
二
女
在
下
。
有
吏
立
於
岸
側
、
日
、
「
吾
鷹
君
主
簿
也
。

慮
君
謝
君
。
知
鬼
神
非
匹
。
又
敬
君
之
義
、
故
悉
還
二
女
。
」
後
問
女
。
言
、

い

づ

こ

「
但
見
好
屋
吏
卒
、
不
党
在
水
中
也
。
」
　
(
張
撲
、
字
は
公
直
、
何
許
の
人
な

る
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
呉
郡
太
守
と
慮
り
、
徴
さ
れ
て
還
り
、
道
に
鷹
山

に
由
る
。
子
女
弼
室
を
観
、
婚
使
像
人
を
指
し
て
以
て
戯
れ
て
日
く
、
「
比

め
あ
は

を
以
て
汝
に
配
さ
ん
」
　
と
。
其
の
夜
、
瑛
の
妻
の
夢
に
慮
君
碑
を
致
し
て

日
く
、
「
都
男
不
肖
な
る
も
、
採
拝
を
垂
る
る
に
感
じ
、
用
て
微
意
を
致
す
」

と
。
妻
.
覚
め
て
之
を
怪
し
む
。
始
其
の
情
を
言
ふ
。
是
に
於
い
て
妻
憧
れ
、

環
を
催
し
て
速
か
に
登
せ
し
む
。
中
流
に
し
て
、
舟
鳥
に
行
か
ず
。
閤
船

震
恐
す
。
乃
ち
皆
物
を
水
に
投
ず
る
も
、
船
猶
は
行
か
ず
。
戎
ひ
と
日
く
、

「
女
を
投
ぜ
よ
」
　
と
。
則
ち
船
鳥
に
進
む
。
皆
目
く
、
「
神
意
巳
に
知
る
べ

き
な
り
。
一
女
を
以
て
し
て
一
門
を
滅
す
る
は
、
奈
何
」
と
。
瑛
日
く
、
「
吾

之
を
見
る
に
忍
び
ず
」
　
と
。
乃
ち
飛
鹿
に
上
り
て
、
臥
し
、
妻
を
し
て
女

を
水
に
沈
め
し
む
。
妻
因
り
て
瑛
の
亡
兄
の
孤
女
を
以
て
之
に
代
ふ
。
席
を

水
中
に
置
き
、
女
其
の
上
に
坐
す
る
に
、
船
方
ち
去
る
を
得
。
瑛
女
の
在

る
を
見
る
や
、
怒
り
て
日
く
、
「
吾
常
世
に
何
の
面
目
か
あ
ら
ん
や
」
　
と
。

乃
ち
復
た
己
の
女
を
投
ず
。
渡
る
を
得
る
に
及
び
、
遥
か
に
二
女
の
下
に
在

る
を
見
る
。
吏
有
り
岸
側
に
立
ち
て
、
日
く
、
「
吾
慮
君
の
主
淳
な
り
。
底

君
君
に
謝
す
。
鬼
神
は
匹
に
非
ざ
る
を
知
る
。
又
君
の
義
を
敬
ひ
、
故
に

悉
く
二
女
を
還
す
」
と
。
後
女
に
問
ふ
。
言
ふ
、
「
但
だ
好
屋
吏
卒
を
見
る

の
み
に
し
て
、
水
中
に
在
る
を
覚
え
ざ
る
な
り
」
　
と
。
)

○
『
捜
神
記
』
巻
四
　
(
第
七
九
話
。
)

建
康
小
吏
曹
著
、
焦
慮
山
便
所
迎
、
配
以
女
椀
。
著
形
意
不
安
、
屡
屡
求

請
退
。
娩
潜
然
垂
沸
、
賦
詩
序
別
、
井
贈
織
成
揮
杉
。
(
建
康
の
小
吏
曹
著
、

め
あ
は

鷹
山
の
使
ひ
の
迎
ふ
る
所
と
鋳
り
、
配
す
に
女
の
腕
を
以
て
せ
ら
る
。
著

し
ば
し
ば

形
意
安
か
ら
ず
、
屡
屡
求
め
て
退
か
ん
こ
と
を
請
ふ
。
娩
潜
然
と
し
て
沸
を

垂
れ
、
詩
を
賦
し
て
別
れ
を
序
し
、
井
せ
て
織
り
成
せ
し
繹
杉
を
贈
る
。
)

後
者
の
話
は
、
『
御
覧
』
巻
七
五
八
引
『
志
怪
』
(
鈎
沈
本
『
雑
鬼
神
志
怪
』
第
六

話
)
、
『
書
紗
』
巻
一
四
二
・
『
御
覚
』
巻
五
七
三
・
巻
八
四
九
引
祖
台
之
『
志
怪
』

(
鈎
沈
本
第
八
話
)
、
『
書
紗
』
巻
七
七
・
巻
二
九
・
『
初
學
記
』
巻
二
六
引
祖

台
之
『
志
怪
』
(
釣
沈
本
第
九
話
)
に
も
見
え
る
。
内
容
は
、
鈎
沈
本
祖
台
之
『
志

怪
』
第
八
話
が
最
も
詳
し
く
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
(
一
部
、
『
御
覚
』
に
拠
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っ
て
改
め
た
。
詳
細
は
拙
稿
「
魯
迅
輯
『
古
小
説
鈎
沈
』
校
釈
-
祖
台
之
『
志
怪
』
-
(
『
広

島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
三
巻
、
一
九
九
三
年
)
参
照
。
)

建
康
小
吏
曹
著
見
産
山
夫
人
、
夫
人
鳥
設
酒
僕
。
金
鳥
啄
嬰
、
其
中
鎮
刻

奇
飾
異
形
、
非
人
所
名
。
下
七
子
盆
盤
、
盤
中
亦
無
俗
間
常
肴
散
。
夫
人
命

女
娩
出
輿
著
相
見
。
娩
見
著
欣
悦
、
命
婚
壌
林
令
取
琴
出
。
娩
撫
琴
歌
日
、

「
登
應
山
今
鬱
嵯
峨
、
暗
陽
風
今
梯
紫
霞
。
招
若
人
今
濯
畳
波
、
欣
良
運
今

暢
雲
村
、
弾
鳴
琴
今
欒
莫
過
、
雲
龍
合
今
欒
太
和
。
」
歌
畢
、
娩
便
還
去
。
(
建

康
の
小
吏
曹
著
鷹
山
夫
人
に
見
え
、
夫
人
鳥
に
酒
保
を
設
く
。
金
鳥
嬰
に

啄
み
、
其
の
中
の
鎮
刻
は
奇
飾
異
形
、
人
の
名
づ
く
る
所
に
非
ず
。
七
子
盆

お

盤
を
下
く
に
、
盤
中
亦
俗
間
の
常
の
肴
散
無
し
。
夫
人
女
の
椀
に
命
じ
て

出
で
て
著
と
相
見
え
し
む
。
娩
著
を
見
て
欣
悦
し
、
坤
の
壇
林
に
命
じ
て

か
な

琴
を
取
り
て
出
さ
し
む
。
娩
琴
を
撫
で
て
歌
ひ
て
日
く
、
「
應
山
に
登
れ
ば

さ

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か

く

の

ご

と

鬱
と
し
て
嵯
峨
た
り
、
陽
風
に
略
さ
れ
て
紫
霞
を
払
ふ
。
　
若
　
き
人
を
招

お
ほ

き
畳
波
濯
き
く
、
良
運
を
欣
び
雲
村
暢
ぶ
。
鳴
琴
を
弾
じ
て
欒
し
み
過
ぐ

る
は
莫
く
、
雲
龍
合
し
て
大
和
を
楽
し
む
」
　
と
。
歌
ひ
畢
り
、
椀
便
ち
還
り

去
る
。
)

『
水
控
注
』
巻
三
九
應
江
水
に
は
、
鹿
山
の
神
の
こ
と
を
記
し
、
「
又
張
華
博
物

志
曹
著
伝
を
按
ず
る
に
、
其
の
神
自
ら
云
ふ
姓
は
徐
、
封
を
應
山
に
受
く
」
　
と
記

し
て
い
る
　
(
現
行
の
『
博
物
志
』
に
は
無
い
)
　
の
で
、
曹
著
に
関
す
る
話
が
　
「
曹

著
伝
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
話
は
、
神
女
と
の
婚
姻
譚

で
あ
り
、
『
幽
明
録
』
第
三
八
話
の
劉
晨
阪
肇
の
話
、
『
捜
神
後
記
』
巻
一
(
第
三

話
)
　
蓑
相
根
碩
の
話
と
同
類
に
な
っ
て
い
る
。
廟
神
と
の
婚
姻
譚
は
、
梁
・
呉
均

『
絶
賛
語
記
』
の
超
文
轟
と
青
挨
廟
の
女
神
と
の
話
と
同
上
く
、
唐
代
の
男
女
の

情
を
描
く
小
説
に
継
承
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
話
と
『
捜
神
記
』
巻
四
　
(
第
八
一
話
)
　
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
、

魚
の
腹
を
利
用
し
て
物
を
届
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
陳
渉
世
家
(
『
漢

書
』
巻
三
一
陳
勝
侍
)
　
に
、
陳
渉
・
呉
廉
が
旗
揚
げ
に
際
し
て
、

乃
丹
書
向
日
、
「
陳
勝
王
」
。
置
人
所
管
魚
腹
中
。
卒
買
魚
烹
食
、
得
魚
腹

中
書
、
固
以
怪
之
臭
。
(
乃
ち
白
に
丹
書
し
て
日
く
、
「
陳
勝
王
た
ら
ん
」
と
。

あ
み

人
の
管
す
る
所
の
魚
の
腹
中
に
置
く
。
卒
魚
を
買
ひ
討
て
食
ひ
、
魚
腹
の

す
で

中
の
書
を
得
、
固
よ
り
以
に
之
を
怪
し
む
。
)

と
、
魚
の
腹
に
予
言
書
を
入
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
論
衡
』
紀

妖
篇
に
、

推
此
以
省
太
公
釣
得
巨
魚
、
到
魚
得
書
、
云
　
「
呂
尚
封
替
」
、
及
武
王
得

白
魚
、
喉
下
文
日
　
「
以
予
後
」
、
蓋
不
虚
臭
。
因
此
復
原
河
囲
・
洛
書
言
興

衰
存
亡
・
帝
王
際
合
、
審
有
其
文
夫
。
皆
妖
祥
之
気
・
吉
凶
之
端
也
。
(
此

さ

を
推
し
て
以
て
太
公
の
釣
し
て
巨
魚
を
得
、
魚
を
到
き
て
書
を
得
、
「
呂
尚

賓
に
封
ぜ
ら
れ
ん
」
　
と
云
ひ
、
及
び
武
王
　
白
魚
を
得
、
喉
下
の
文
に
　
「
以

あ
た

て
接
に
予
へ
ん
」
と
日
ふ
と
を
省
れ
ば
、
蓋
し
虚
な
ら
ず
。
比
に
因
り
て
復

た
づ

た
河
園
・
洛
書
の
興
衰
存
亡
・
帝
王
の
際
会
を
言
ふ
を
原
ぬ
れ
ば
、
審
に
其

の
文
有
り
。
皆
妖
梓
の
気
・
吉
凶
の
端
な
り
。
)
　
※
『
史
記
』
賓
大
公
世
家
の

正
義
に
は
『
説
苑
』
を
引
く
　
(
『
類
架
』
巻
六
六
引
同
)
　
が
、
現
行
の
『
説
苑
』
に
は

無
い
。
ま
た
経
書
の
『
尚
書
中
侯
』
に
も
同
様
の
話
が
見
え
る

古
楽
府
「
飲
馬
長
城
窟
行
」
　
(
『
文
選
』
巻
二
七
)
　
に
、

客
従
遠
方
来
、
遣
我
壁
鯉
魚
。
呼
見
烹
鯉
魚
、
中
有
尺
素
書
。
長
脆
讃
素
書
、

書
上
意
何
如
。
上
有
加
餐
食
、
下
有
長
相
憶
。
(
客
遠
方
よ
り
来
た
り
、
我

お

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に

に
壁
鯉
魚
を
遣
る
。
兄
を
呼
び
鯉
魚
を
烹
ん
と
す
れ
ば
、
中
に
尺
素
の
書
有

り
。
長
脆
し
て
素
書
を
謹
む
、
書
上
意
に
何
如
。
上
に
餐
食
を
加
へ
よ
と
有

お
も

り
、
下
に
長
く
相
憶
ふ
と
有
り
。
)

『
列
仙
侍
』
洞
子
　
(
『
文
選
』
巻
一
八
就
山
康
「
琴
賦
」
　
「
滑
子
宅
其
陽
」
　
李
善
注
引

同
)
　
に
、

絹
子
者
、
賓
人
也
。
好
餌
裾
、
按
食
其
精
。
至
三
百
年
、
乃
見
於
賓
、
著
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天
人
経
三
十
八
篇
。
後
釣
於
荷
澤
、
得
鯉
魚
、
腹
中
有
符
。
隠
於
宕
山
、
能

致
風
雨
、
受
伯
陽
九
仙
法
。
推
南
王
安
少
得
其
文
、
不
能
解
其
旨
也
。
其
琴

く
ら

心
三
篇
、
有
條
理
鳶
。
(
絹
子
は
、
賓
人
な
り
。
好
ん
で
柿
を
餌
ひ
、
其
精

あ
ら
は

を
接
食
す
。
三
百
年
に
至
り
、
乃
ち
賓
に
見
れ
、
天
人
経
三
十
八
篇
を
著

は
す
。
後
荷
澤
に
釣
し
、
鯉
魚
を
得
る
に
、
腹
中
に
符
あ
り
。
宕
山
に
隠

れ
、
能
く
風
雨
を
致
し
、
伯
陽
に
九
仙
の
法
を
受
く
。
准
南
王
安
少
し
く

其
の
文
を
得
る
も
、
其
の
旨
を
解
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
其
の
琴
心
三
岩
は
、

條
理
有
り
。
)

と
あ
る
の
で
、
漢
代
に
は
魚
腹
か
ら
も
の
を
得
る
話
が
語
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
『
廣
記
』
巻
二
二
六
　
「
水
飾
園
脛
」
　
(
出
『
大
業
拾
遺
記
』
。
鈎
沈
本

『
水
飾
』
)
　
に
も
、

釣
下
漠
、
獲
大
鯉
魚
、
腹
中
得
兵
鈴
。
(
下
演
に
釣
し
、
大
鯉
魚
を
獲
、

腹
中
に
兵
鈴
を
得
。
)

と
あ
る
。

5
4
　
孫
権
病
、
巫
啓
云
、
「
有
鬼
著
絹
巾
。
似
是
故
絡
相
。
呵
叱
初
不
顧
、
径
進

入
宮
。
」
其
夜
、
樽
見
魯
粛
来
。
衣
巾
悉
如
其
言
。
〔
廣
記
三
百
十
七
〕
　
※
鄭
晩
晴

輯
注
本
一
三
三
頁

【
注
釈
】
　
孫
権
　
第
五
三
話
参
照
。
　
啓
　
上
奏
す
る
。
『
文
心
離
龍
』
奏
啓

篇
に
「
啓
者
、
開
也
。
高
宗
云
、
「
啓
乃
心
、
沃
朕
心
。
」
取
其
義
也
。
孝
景
謹
啓
、

故
両
漢
無
稀
。
至
貌
國
箋
記
、
始
云
啓
開
。
奏
事
之
末
、
或
云
謹
啓
。
自
晋
来
盛

啓
、
用
兼
表
・
奏
。
陳
政
吉
事
、
既
奏
之
異
條
、
譲
爵
謝
恩
、
亦
表
之
別
幹
。
必

放
協
入
規
、
促
其
音
節
、
所
要
軽
清
、
文
而
不
修
、
亦
啓
之
大
略
也
。
」
　
(
啓
は
、

な

ん

ぢ

　

　

　

ひ

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

そ

そ

開
な
り
。
高
宗
の
　
「
乃
の
心
を
啓
き
て
、
朕
の
心
に
沃
げ
」
　
と
云
ふ
は
、
其
の

義
を
取
る
な
り
。
孝
景
の
詩
は
啓
、
故
に
雨
漠
は
稀
す
る
無
し
。
貌
国
の
箋
記
に

至
り
、
始
め
て
啓
開
す
と
云
ふ
。
奏
事
の
末
に
、
或
い
は
謹
み
て
啓
す
と
云
ふ
。

上

　

こ

の

か

た

昔
日
り
衆
盛
ん
に
啓
し
、
用
は
表
・
奏
を
兼
ぬ
。
政
を
陳
べ
事
を
言
ふ
は
、
既

に
奏
の
異
條
に
し
て
、
爵
を
譲
り
恩
を
謝
す
る
は
、
亦
表
の
別
幹
な
り
。
必
ず
協

お
さ

を
飲
め
て
規
に
入
り
、
其
の
音
節
を
促
し
、
排
要
軽
清
に
し
て
、
文
に
し
て
停
な

ら
ざ
る
は
、
亦
啓
の
大
略
な
り
。
)
　
と
あ
る
よ
う
に
、
上
奏
文
の
一
つ
の
文
体
と

な
る
。
　
絹
巾
　
絹
の
頭
巾
。
鄭
晩
晴
注
に
　
「
著
絹
虜
共
巾
而
不
戴
冠
,
是
便
服

而
不
是
官
服
.
所
以
巫
不
能
区
別
他
是
文
官
述
是
武
官
。
」
　
と
い
う
。
　
魯
粛

一
七
二
-
二
一
七
。
字
は
子
敬
。
周
瑜
の
推
挙
で
孫
権
に
仕
え
、
周
瑜
亡
き
後
、

将
軍
と
し
て
孫
権
を
補
佐
し
、
呉
の
安
定
を
も
た
ら
し
た
。
孫
権
に
先
立
つ
こ
と

三
十
六
年
、
四
十
六
歳
で
卒
す
。

【
訓
読
】
　
孫
権
病
み
、
巫
啓
し
て
云
ふ
、
「
鬼
有
り
絹
巾
を
著
く
。
是
れ
故
措

た
だ

相
に
似
た
り
。
珂
叱
し
て
初
め
よ
り
顧
み
ず
、
経
ち
に
逓
み
て
宮
に
入
る
」
と
。

其
の
夜
、
権
魯
粛
の
来
た
る
を
見
る
。
衣
巾
悉
く
其
の
言
の
如
し
。

【
訳
文
】
　
孫
権
が
病
気
に
な
り
、
巫
が
上
奏
し
て
、
「
絹
の
頭
巾
を
被
っ
た
幽

鬼
が
い
ま
す
。
そ
れ
は
亡
く
な
っ
た
将
相
に
似
て
い
ま
す
。
大
喝
し
な
が
ら
全
く

振
り
返
ら
ず
、
ま
っ
す
ぐ
に
進
ん
で
宮
中
に
入
り
ま
し
た
」
と
言
っ
た
。
そ
の
夜
、

孫
権
は
魯
粛
が
や
っ
て
来
た
の
を
見
た
。
衣
服
や
頭
巾
は
す
べ
て
巫
の
言
っ
た
通

り
だ
っ
た
。

【
補
説
】
　
こ
の
話
は
、
『
御
覧
』
馨
八
一
七
引
『
捜
神
記
』
(
現
行
の
『
捜
神
記
』

に
は
な
く
、
江
紹
粗
輯
侠
文
第
二
六
話
所
収
)
　
に
も
見
え
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

呉
先
主
病
、
達
人
於
門
戟
不
詳
。
巫
層
、
「
見
一
鬼
、
著
絹
巾
、
似
是
大

臣
格
相
。
」
其
夜
、
先
主
夢
見
魯
粛
衆
人
。
衣
巾
如
之
。
(
呉
の
先
主
病
み
、

人
を
門
に
遣
は
し
て
不
祥
を
親
し
む
。
巫
啓
す
、
「
一
鬼
を
見
る
、
絹
巾
を

著
け
、
是
れ
大
臣
絡
相
に
似
た
り
」
　
と
。
其
の
夜
、
先
主
夢
に
魯
粛
の
来
た

・
カ
く

り
入
る
を
見
る
。
衣
巾
之
の
如
し
。
)

呉
で
は
巫
の
活
動
が
盛
ん
だ
っ
た
よ
う
で
、
孫
休
が
病
気
に
な
っ
た
時
も
現
に

占
わ
せ
　
(
『
捜
神
記
』
啓
二
第
四
六
話
)
、
帰
命
侯
孫
略
が
殺
さ
れ
た
孫
権
の
娘
の
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改
葬
を
す
る
時
も
巫
に
占
わ
せ
て
い
る
　
(
『
捜
神
記
』
啓
二
第
四
七
話
)
。
藩
侯
神

で
有
名
な
蒋
子
文
が
神
と
し
て
祀
る
こ
と
を
要
求
す
る
　
(
『
御
覚
』
巻
三
七
五
引

『
列
異
侍
』
、
『
捜
神
記
』
巻
五
第
九
二
話
)
　
と
き
、
巫
に
降
っ
て
は
語
ら
せ
て
い

る
の
は
、
お
そ
ら
く
巫
の
力
を
誇
示
し
よ
う
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
捜
神
記
』
蟹
玉
第
九
三
～
九
六
話
も
藩
侯
神
の
話
で
あ
る
。
『
虜
記
』
巻
二
九

三
に
は
　
「
出
『
捜
神
記
』
・
『
幽
明
録
』
・
『
志
怪
』
等
書
」
　
と
し
て
そ
れ
ら
を
ま
と

め
て
収
録
し
て
い
る
。
『
幽
明
録
』
に
は
、
第
七
六
、
一
一
八
、
一
四
九
話
に
藩

侯
の
名
が
見
え
る
。

5
5
　
呉
興
銀
乗
、
孫
権
時
、
曾
圭
臥
久
、
不
党
両
吻
沫
出
者
敷
升
①
。
其
母
怖
而

呼
之
②
。
日
、
「
適
見
一
老
公
、
食
以
鯖
筋
0
恨
未
壷
而
呼
之
。
」
乗
本
砥
療
③
、

既
爾
之
後
、
遂
以
力
聞
。
官
至
無
難
監
④
。
〔
御
覚
三
百
九
十
八
〕
　
※
鄭
晩
晴
輯
注

本
二
八
頁

l
校
異
】
　
①
「
吻
」
字
、
鈎
沈
本
作
r
物
」
、
古
籍
叢
編
本
誤
作
「
腸
」
、
鄭
晩

晴
注
本
誤
作
「
胞
」
、
今
接
『
御
覧
』
改
。
飽
崇
城
本
亦
作
「
吻
」
。
「
者
」
字
、

鈎
沈
本
無
、
今
接
.
『
御
覧
』
補
。
飽
崇
城
本
亦
有
。
②
「
怖
」
字
、
飽
崇
城
本
作

「
怖
」
。
③
「
鑑
」
　
字
、
『
御
覚
』
・
飽
崇
城
本
作
「
低
」
、
鈎
沈
本
作
「
延
」
、
拉

「
低
」
　
俗
髄
字
。
④
「
監
」
字
、
鄭
晩
晴
注
本
作
「
督
」
。

【
注
釈
】
　
呉
興
　
郡
名
。
今
の
漸
江
省
湖
州
市
を
中
心
と
し
た
地
域
。
　
銭
乗

未
詳
。
　
孫
権
　
第
五
三
話
参
照
。
　
焙
筋
　
あ
ぶ
っ
た
肉
。
筋
は
筋
と
同
じ

で
筋
肉
の
こ
と
。
　
鑑
痔
　
痩
せ
て
弱
々
し
い
。
低
は
体
が
弱
い
意
。
　
無
難
監

呉
の
官
職
名
で
あ
ろ
う
」
無
難
督
は
、
『
三
国
志
』
呉
書
の
諸
葛
瑾
侍
附
子
融

侍
、
呉
主
五
子
孫
和
博
、
周
紡
侍
、
孫
綿
侍
、
周
虞
侍
等
に
見
え
、
鄭
晩
晴
注
に

「
臭
武
官
之
以
督
名
者
有
丙
秤
二
秤
冠
以
地
名
.
二
秤
冠
以
徽
号
,
如
升
城
督
、

幾
枚
督
、
元
碓
督
等
ご
　
と
い
う
。

【
訓
読
】
　
呉
興
の
銭
乗
、
孫
権
の
時
、
曾
て
重
臥
す
る
こ
と
久
し
く
し
て
、
党

え
ず
両
吻
よ
り
沫
の
出
づ
る
こ
と
敷
升
な
り
。
其
の
母
怖
れ
て
之
を
呼
ぶ
。
日
く
、

た
ま

「
適
た
ま
l
老
公
を
見
る
に
、
食
は
す
に
焙
筋
を
以
て
す
。
恨
む
ら
く
は
未
だ
壷

し
か

く
さ
ず
し
て
之
を
呼
ぶ
を
」
　
と
。
乗
は
本
位
癖
な
る
も
、
既
に
爾
り
し
の
後
、

遂
に
力
を
以
て
聞
こ
ゆ
。
官
は
無
難
監
に
至
る
。

【
訳
文
】
　
呉
興
の
銭
乗
は
、
孫
権
の
時
に
、
あ
る
時
長
い
間
昼
寝
を
し
て
、
知

ら
ず
に
口
元
か
ら
よ
だ
れ
を
数
升
垂
ら
し
た
。
母
は
び
っ
く
り
し
て
怖
れ
て
銭
乗

を
呼
ん
だ
。
銭
乗
は
、
「
ち
ょ
う
ど
一
人
の
老
人
に
会
い
、
あ
ぶ
っ
た
肉
を
食
べ

さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
残
念
な
の
は
ま
だ
全
部
食
べ
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
呼
び
さ
ま

さ
れ
た
こ
と
で
す
」
　
と
言
っ
た
。
乗
は
も
と
も
と
体
か
弱
く
痩
せ
て
い
た
が
、
こ

の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
は
、
力
持
ち
で
有
名
に
な
っ
た
。
官
職
は
無
難
督
に
ま
で

な
っ
た
。

【
補
説
】
　
睡
眠
中
に
老
人
に
会
い
、
力
を
得
る
話
で
、
『
西
京
雑
記
』
巻
上
(
『
廣

記
』
馨
二
七
六
引
同
)
　
の
、

相
如
牌
叡
賦
、
未
知
所
鳥
。
夢
一
黄
衣
翁
謂
之
日
、
「
可
烏
大
人
賦
。
」
遂

作
大
人
拭
、
言
神
仙
之
事
、
以
叡
之
、
賜
錦
四
匹
。
(
相
知
将
に
賦
を
猷
ぜ

ん
と
し
、
未
だ
鳥
す
所
を
知
ら
ず
。
夢
に
一
黄
衣
の
翁
之
に
謂
ひ
て
日
く
、

つ
く

「
大
人
賦
を
焦
る
べ
し
」
　
と
。
遂
に
大
人
賦
を
作
り
、
神
仙
の
事
を
言
ひ
、

以
て
之
を
献
じ
、
錦
四
匹
を
賜
は
る
。
)

司
馬
相
如
が
夢
の
中
で
老
人
か
ら
　
「
大
人
賦
」
　
を
作
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
話
や
、

『
異
苑
』
巻
九
　
(
第
三
四
三
話
。
『
廣
記
』
巻
二
七
六
、
『
御
覚
』
巻
三
七
六
、
巻

三
九
八
引
同
)
　
の
、

後
漠
鄭
玄
、
字
康
成
、
師
馬
融
、
三
載
無
間
、
融
部
而
造
還
。
玄
過
樹
陰

偏
塵
、
夢
一
老
父
、
以
刀
開
腹
心
、
傾
墨
汁
着
内
、
日
、
「
子
可
以
登
美
。
」

於
是
宿
而
即
返
、
遂
精
洞
典
籍
。
(
後
漢
の
鄭
玄
、
字
は
康
成
、
馬
融
を
師

と
す
る
も
、
三
載
聞
こ
ゆ
る
無
く
、
融
郡
と
し
て
還
ら
し
む
。
玄
樹
陰
を

過
ぎ
偏
り
に
痙
ぬ
る
に
.
夢
に
一
老
父
、
刀
を
以
て
腹
心
を
開
き
、
墨
汁
を
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傾
む
け
て
内
に
着
け
、
日
く
、
「
子
以
て
學
ぶ
べ
し
」
　
と
。
是
に
於
い
て
宿

め
て
即
ち
返
り
、
遂
に
典
籍
に
精
洞
す
。
)

鄭
玄
が
夢
の
中
で
老
人
か
ら
腹
中
に
墨
汁
を
注
ぎ
込
ま
れ
て
学
問
に
精
通
し
た
と

い
う
話
と
同
類
で
あ
る
。

5
6
　
葛
詐
呉
時
、
衡
陽
太
守
。
郡
境
有
大
桂
積
水
、
能
烏
妖
怪
。
百
姓
鳥
立
廟
。

行
旅
篇
祀
、
桂
乃
沈
没
。
不
者
桂
浮
、
則
船
烏
之
破
壊
。
詐
措
去
官
、
乃
大
具
斤

斧
、
格
去
民
累
。
明
日
昔
至
、
其
夜
、
聞
江
中
崎
晦
有
人
菅
。
往
視
、
桂
移
去
、

沿
流
下
敷
里
、
駐
漕
中
。
自
此
行
者
無
復
沈
覆
之
患
。
衡
陽
人
鳥
詐
立
碑
日
、
「
正

徳
祈
頑
、
神
木
鳥
移
也
。
」
　
〔
廣
記
二
百
九
十
三
〕
　
※
鄭
晩
晴
輯
注
本
二
〇
頁

【
注
釈
】
　
葛
詐
　
未
詳
。
　
衡
陽
　
郡
名
。
今
の
湖
南
省
湘
渾
市
付
近
を
中
心

と
し
た
地
域
。
　
大
桂
　
お
お
き
な
筏
。
　
喝
鳴
　
大
声
を
出
す
こ
と
。

【
訓
読
】
　
葛
祀
呉
の
時
、
衡
陽
太
守
た
り
。
郡
境
に
大
桂
有
り
水
に
横
た
は

い

の

　

ま

つ

り
て
、
能
く
妖
怪
を
焦
す
。
百
姓
鳥
に
廟
を
立
つ
。
行
旅
二
両
り
祀
れ
ば
、
桂
乃

ち
沈
没
す
。
し
か
ら
ず
ん
ば
桂
浮
き
、
則
ち
船
之
が
鳥
に
破
壊
す
。
詐
将
に
官
を

わ
づ
ら

去
ら
ん
と
す
る
に
、
乃
ち
大
い
に
斤
斧
を
具
へ
、
格
に
民
の
累
ひ
を
去
ら
ん
と

す
。
明
日
昔
に
至
る
べ
き
に
、
其
の
夜
、
江
中
に
晦
晦
と
し
て
入
管
有
る
を
聞
く
。

往
き
て
視
る
に
、
桂
移
り
去
り
、
流
れ
に
沿
ひ
て
下
る
こ
と
敷
里
に
し
て
、
漕
中

と

り

し

　

　

　

　

　

　

よ

に
駐
ま
る
。
此
自
り
行
く
者
復
た
沈
覆
の
患
ひ
無
し
。
衡
陽
の
人
詐
の
鳥
に
碑

を
立
て
て
日
く
、
「
正
徳
も
て
祈
り
頑
へ
ば
、
神
木
鳥
に
移
る
」
　
と
。

【
訳
文
】
　
葛
辞
は
呉
の
時
に
、
衡
陽
太
守
で
あ
っ
た
。
郡
境
に
大
き
な
筏
が
あ

っ
て
川
に
横
た
わ
り
、
怪
異
を
起
こ
し
た
。
そ
の
た
め
に
人
々
は
廟
を
建
て
た
。

旅
人
が
廟
で
祈
祷
し
た
ら
、
筏
が
沈
ん
だ
。
そ
う
し
な
い
と
筏
が
浮
き
上
が
っ
て
、

船
が
壊
れ
た
。
葛
辞
は
太
守
を
辞
め
る
時
に
、
多
く
の
斧
を
用
意
し
、
民
の
患
い

を
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
。
翌
日
筏
の
と
こ
ろ
に
行
こ
う
と
し
て
い
た
、
そ
の
夜

に
、
川
の
中
で
大
声
で
人
が
話
す
の
が
聞
こ
え
た
。
行
っ
て
み
る
と
、
筏
が
移
動

し
て
い
て
、
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
数
里
下
り
、
入
り
江
の
中
に
止
ま
っ
た
。
こ
れ

か
ら
以
降
、
通
行
す
る
者
は
船
が
転
覆
す
る
心
配
が
な
く
な
っ
た
。
衡
陽
郡
の
人

は
柿
の
た
め
に
碑
を
立
て
て
、
「
正
し
い
徳
で
災
い
を
祈
り
頑
え
ば
、
神
木
は
そ

の
た
め
に
移
動
す
る
」
　
と
。

【
補
説
】
　
こ
の
話
は
、
『
捜
神
記
』
巻
一
一
(
第
二
七
五
話
。
大
蔵
経
『
法
苑

珠
林
』
巻
六
三
、
『
濁
異
記
』
巻
中
引
同
。
)
　
に
も
見
え
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

呉
時
、
葛
詐
鳥
衡
陽
太
守
。
郡
境
有
大
様
梼
水
、
能
鳥
妖
怪
。
百
姓
鳥
立

廟
。
行
旅
祷
祀
、
桂
乃
沈
没
。
不
者
桂
浮
、
則
船
烏
之
破
壊
。
詐
格
去
官
、

乃
大
具
斧
斤
、
絡
去
民
累
。
明
日
営
至
、
其
夜
間
江
中
洵
洵
有
人
聾
。
往
視

之
、
棲
乃
移
去
、
沿
流
下
敷
里
、
駐
潜
中
。
自
此
行
者
無
復
沈
覆
之
患
。
衡

陽
人
鳥
詐
立
碑
、
日
、
「
正
徳
祈
頑
、
神
木
鳥
移
。
」
.

筏
の
怪
異
と
し
て
は
、
『
異
苑
』
巻
三
(
第
九
九
話
。
『
書
紗
』
巻
一
三
七
引
同
。
)

に
、

超
牙
行
船
於
閤
魔
、
見
水
際
有
大
桂
。
人
牽
不
動
。
牙
往
翠
得
之
、
以
着

船
。
船
破
、
桂
攣
烏
龍
、
浮
水
而
去
。
(
超
牙
船
を
閤
厘
に
行
か
し
め
、
水

際
に
大
様
有
る
を
見
る
。
人
牽
く
も
動
か
ず
。
牙
往
き
て
挙
げ
て
之
を
得

ん
と
し
、
以
て
船
に
着
く
。
船
破
れ
、
桂
欒
じ
て
龍
と
慮
り
、
水
に
浮
き
て

去
る
。
)

と
い
う
話
が
あ
る
。

5
7
　
王
姥
、
呉
時
人
。
黄
龍
中
①
、
年
九
歳
病
死
、
日
朝
至
暮
復
蘇
、
云
、
「
見

一
老
姫
、
挟
格
飛
、
見
北
斗
君
。
有
狗
如
獅
子
大
、
探
目
、
伏
井
欄
中
。
云
此
天

公
狗
也
。
」
　
〔
事
類
賦
注
八
〕
　
※
鄭
晩
晴
輯
注
本
一
六
四
頁

【
校
異
】
　
①
「
王
姥
呉
時
人
黄
龍
中
」
八
字
、
鈎
沈
本
作
「
呉
時
有
王
姥
」
　
五

字
。
今
接
『
事
類
賦
注
』
改
。

【
注
釈
】
　
王
姥
　
未
詳
。
　
黄
龍
中
　
黄
龍
年
間
。
黄
龍
は
呉
の
孫
権
の
時
の
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年
号
、
二
二
九
-
二
三
一
。
　
北
斗
君
　
人
の
死
を
司
る
神
。
『
捜
神
記
』
啓
三

(
第
五
四
話
。
亦
見
『
稗
海
』
本
『
捜
神
記
』
啓
一
。
)
　
に
　
「
南
斗
注
生
、
北
斗

注
死
。
」
　
(
南
斗
は
生
に
注
ぎ
、
北
斗
は
死
に
注
ぐ
。
)
　
と
あ
る
。
ま
た
『
河
園
帝

覚
嬉
』
(
黄
爽
輯
『
通
緯
』
接
『
開
元
占
経
』
巻
六
一
引
)
　
に
　
「
斗
七
星
、
富
貴

之
官
也
。
其
勇
二
星
主
爵
祓
、
其
中
一
星
主
壽
天
。
」
　
(
斗
七
星
は
、
富
貴
の
官
な

つ
か
き
ど

り
。
其
の
勇
の
二
星
は
爵
緑
を
主
り
、
其
の
中
の
一
星
は
壽
天
を
主
る
。
)
　
と

あ
る
。
　
獅
子
　
ラ
イ
オ
ン
。
『
爾
雅
』
繹
獣
「
授
寛
如
競
猫
、
食
虎
豹
」
郭
瑛

注
に
　
「
即
師
子
也
。
出
西
域
。
漠
順
帝
時
、
疎
勒
王
来
戯
鬱
牛
及
師
子
。
」
　
(
即
ち

師
子
な
り
。
西
域
に
出
づ
。
漠
の
順
帝
の
時
、
疎
勒
王
来
た
り
て
封
牛
及
び
師
子

を
献
ず
。
)
　
と
あ
り
、
後
漢
の
時
に
は
中
国
に
来
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
　
深

目
　
彫
り
の
深
い
眼
。
『
春
秋
左
氏
侍
』
昭
公
四
年
に
「
探
目
而
猥
壕
」
と
あ
る
。

天
公
　
天
帝
。
『
漢
書
』
巻
九
九
上
王
葬
侍
上
に
劉
京
が
上
書
し
て
、
賓
郡
臨

悩
鯖
昌
興
の
亭
長
の
辛
富
が
、
「
吾
、
天
公
使
也
。
」
　
(
吾
は
、
天
公
の
使
な
り
)

と
言
っ
て
天
帝
の
使
者
が
来
た
の
を
夢
み
た
こ
と
を
記
す
。
『
捜
神
記
』
巻
一
〇

(
第
二
五
四
話
)
に
も
、
「
夢
天
公
過
而
哀
之
」
(
夢
に
天
公
過
ぎ
り
て
之
を
哀
む
)

と
あ
る
。
ま
た
、
『
宋
書
』
巻
二
四
天
文
志
二
に
載
せ
る
「
廃
業
輿
兄
妹
書
」
に
、

「
此
復
是
天
公
憤
憤
、
無
早
白
之
徹
也
。
」
　
(
此
れ
復
た
走
れ
天
公
憤
倍
に
し
て
、

早
白
無
き
の
徴
な
り
。
)
　
と
あ
る
。

【
訓
読
】
　
王
姥
は
、
呉
の
時
の
人
な
り
。
黄
龍
中
、
年
九
歳
に
し
て
病
み
て
死

よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

b

し
、
朝
日
り
暮
れ
に
至
り
復
た
蘇
り
て
、
云
ふ
、
二
老
姫
を
見
る
に
、
挟
み
格

ち
て
飛
び
、
北
斗
君
に
見
ゆ
。
狗
有
り
獅
子
の
如
く
大
に
し
て
、
深
目
、
井
欄
中

に
伏
す
。
此
れ
天
公
の
狗
と
云
ふ
」
　
と
。

【
訳
文
】
　
王
姥
は
、
呉
の
時
の
人
で
あ
る
。
黄
龍
年
間
に
、
九
歳
で
病
気
に
な

り
亡
く
な
っ
た
が
、
朝
亡
く
な
っ
て
か
ら
暮
れ
に
生
き
返
っ
て
、
「
一
人
の
老
婆

を
見
か
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
老
婆
は
私
を
抱
え
て
飛
び
上
が
り
、
北
斗
君
に
会
い

ま
し
た
。
そ
こ
に
は
獅
子
の
よ
う
な
大
き
さ
の
犬
が
い
て
、
彫
り
の
深
い
眼
を
し

て
、
檻
の
中
に
伏
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
天
帝
の
犬
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
」

と
言
っ
た
。

【
補
説
】
　
死
後
に
再
生
し
て
、
北
斗
に
言
っ
た
こ
と
を
語
る
話
は
、
『
授
神
記
』

巻
一
五
　
(
第
三
六
六
話
。
『
三
国
志
』
巻
四
八
孫
略
侍
襲
松
之
注
引
、
『
御
覚
』
巻

八
七
七
引
同
。
)
　
に
も
見
え
る
。

呉
臨
海
松
陽
人
柳
柴
、
従
呉
相
張
悌
至
揚
州
。
柴
病
死
船
中
二
日
、
軍
士

巳
上
岸
、
無
有
理
之
者
。
忽
然
大
叫
言
、
「
人
縛
軍
師
、
人
縛
軍
師
。
」
　
啓
甚

激
揚
、
遂
活
。
人
間
之
。
条
目
、
「
上
天
北
斗
門
下
、
卒
見
人
縛
張
悌
、
意

中
大
情
、
不
党
大
叫
言
、
『
何
以
縛
軍
師
。
』
門
下
人
怒
柴
、
叱
逐
使
去
。
柴

便
怖
催
、
口
絵
馨
発
揚
耳
。
」
　
其
日
悌
即
戦
死
。
柴
至
晋
元
帝
時
猶
存
。
(
呉

の
臨
海
松
陽
の
人
柳
柴
、
呉
相
の
張
悌
に
従
ひ
て
揚
州
に
至
る
。
柴
病
み
て

船
中
に
死
し
て
二
日
、
軍
士
巳
に
岸
に
上
り
、
之
を
埋
む
る
者
有
る
無
し
。

忽
然
と
し
て
大
い
に
叫
け
び
て
言
ふ
、
「
人
軍
師
を
縛
る
、
人
軍
師
を
縛

る
」
　
と
。
睾
甚
だ
激
揚
し
、
遂
に
活
く
。
人
之
に
問
ふ
。
条
目
く
、
「
天
の

ー
、
ヰ
ー

北
斗
の
門
下
に
上
る
に
、
利
か
に
人
の
張
悌
を
縛
る
を
見
て
、
意
中
大
い
に

お
ど
ろ愕

き
、
費
え
ず
大
い
に
叫
け
び
て
言
ふ
、
『
何
を
以
て
軍
師
を
縛
る
か
』
と
。

門
下
の
人
柴
を
怒
り
、
叱
逐
し
て
去
ら
し
む
。
柴
便
ち
怖
憧
す
る
も
、
口

絵
啓
の
費
揚
す
る
あ
る
の
み
」
　
と
。
其
の
日
悌
即
ち
戦
死
す
。
柴
は
音
の

元
帝
の
時
に
至
る
も
猶
ほ
存
す
。
)

ま
た
、
道
士
が
夢
の
中
で
北
斗
に
行
き
死
の
予
告
を
聞
く
話
も
あ
る
。

○
『
捜
神
記
』
巻
一
〇
　
(
第
二
六
〇
話
。
『
御
覚
』
巻
四
〇
〇
引
同
。
)

呉
時
、
嘉
興
徐
伯
始
病
、
使
道
土
呂
石
安
神
座
。
石
有
弟
子
戴
本
、
王
恩

二
人
、
居
住
海
蛭
。
伯
始
迎
之
、
以
助
。
石
歪
臥
、
夢
上
天
北
斗
門
下
、
見

外
鞍
馬
三
匹
。
云
、
「
明
日
富
以
一
迎
石
、
一
迎
本
、
一
迎
思
。
」
　
石
夢
党
、

語
本
、
思
云
、
「
如
比
、
死
期
。
可
急
還
、
輿
家
別
。
」
　
不
卒
事
而
去
。
伯
始

怪
而
留
之
。
日
、
「
憎
不
得
見
家
也
。
」
聞
一
日
、
三
人
同
時
死
。
(
呉
の
時
、
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お

嘉
興
の
徐
伯
始
病
み
、
道
土
呂
石
を
し
て
紳
座
を
安
か
し
む
。
石
に
弟
子

戴
本
・
王
思
の
二
人
有
り
、
海
蛭
に
居
住
す
。
伯
始
之
を
迎
へ
、
以
て
助

は
づ

け
し
む
。
石
空
臥
し
、
夢
に
天
の
北
斗
の
門
下
に
上
り
、
鞍
を
外
せ
し
馬

三
匹
を
見
る
。
云
ふ
、
「
明
日
昔
に
一
を
以
て
石
を
迎
へ
、
一
も
て
本
を
迎

つ

へ
、
一
も
て
恩
を
迎
ふ
べ
し
」
と
。
石
夢
覚
め
、
本
・
恩
に
語
げ
て
云
ふ
、

を

「
比
く
の
如
き
は
、
死
期
な
り
。
急
ぎ
還
り
、
家
と
別
る
べ
し
」
と
。
事
を
卒

へ
ず
し
て
去
る
。
伯
始
怪
し
み
て
之
を
留
む
。
日
く
、
「
家
に
見
ふ
を
得
ざ

へ
だ

ら
ん
こ
と
を
憎
る
る
な
り
」
　
と
。
一
日
を
間
て
て
、
三
人
同
時
に
死
す
。
)

5
8
　
呉
時
、
陳
仙
以
南
貫
鳥
事
、
謳
宜
行
。
忽
過
一
空
宅
、
廣
庭
朱
門
、
都
不
見

入
。
仙
牽
塩
入
宿
。
至
夜
、
聞
有
語
啓
。
「
小
人
無
良
、
敢
見
行
災
。
」
　
便
有
一
人

逗
到
仙
前
、
叱
之
日
、
「
汝
敢
軌
入
官
舎
。
」
時
籠
月
曖
昧
、
見
其
面
上
願
探
、
目

無
睦
子
、
層
賽
歯
露
、
手
執
黄
緑
。
仙
即
奔
走
後
村
①
、
具
説
事
状
。
父
老
云
、

「
酉
有
悪
鬼
。
」
　
明
日
、
看
所
見
屋
宅
虞
、
並
高
墳
深
堰
。
〔
廣
記
三
百
十
七
〕
　
※

鄭
晩
晴
輯
注
本
一
二
八
頁

【
校
異
】
　
①
「
村
」
字
、
鈎
沈
本
作
「
郁
」
、
今
接
『
廣
記
』
改
。

【
注
釈
】
　
陳
仙
　
未
詳
。
敢
見
行
災
　
妄
り
に
こ
の
場
を
汚
し
て
い
る
。
「
敢
」

は
や
り
に
く
い
こ
と
を
行
う
意
、
「
見
」
　
は
会
話
の
話
し
手
が
文
の
主
語
　
(
こ
こ

で
は
　
「
災
を
行
う
」
陳
仙
)
　
に
　
「
～
さ
れ
る
」
意
を
表
し
、
受
身
の
　
「
る
」
　
「
ら

る
」
　
と
訓
ず
。
　
磨
深
　
ほ
く
ろ
や
あ
ざ
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
ど
す
黒
い
と
い
う

意
で
あ
ろ
う
。
「
願
」
　
は
、
ほ
く
ろ
や
あ
ざ
の
意
。
　
唇
賽
歯
露
　
唇
が
め
く
れ

て
歯
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
。
　
高
墳
深
壇
　
高
く
大
き
な
墓
と
奥
に
深
く

続
く
墓
道
。
「
埴
」
　
は
墳
墓
の
中
の
墓
室
に
い
た
る
道
。

【
訓
読
】
　
呉
の
時
、
陳
仙
商
賃
を
以
て
事
と
岳
し
、
塩
を
堪
り
て
行
く
。
忽

す
べ

ち
一
の
空
宅
を
過
ぎ
る
に
、
廣
慶
朱
門
に
し
て
、
都
て
人
を
見
ず
。
仙
塩
を
牽

き
入
り
て
宿
る
。
夜
に
至
り
、
語
馨
有
る
を
聞
く
。
「
小
人
畏
る
る
無
く
、
敢
へ

た
だ

て
災
を
行
は
る
」
　
と
。
便
ち
一
人
有
り
逗
ち
に
仙
の
前
に
到
り
、
之
を
叱
し
て
日

く
、
「
汝
敢
へ
て
軌
ち
官
舎
に
入
る
」
　
と
。
時
に
籠
月
に
し
て
暖
昧
な
る
も
、
其

の
面
上
願
深
に
し
て
、
日
に
睦
子
無
く
、
層
塞
げ
歯
露
れ
、
手
に
黄
林
を
執
る
を

J
b
と

見
る
。
仙
即
ち
後
村
に
奔
走
し
、
具
に
事
状
を
説
ふ
。
父
老
云
ふ
、
「
菖
悪
鬼
有

り
」
　
と
。
明
日
、
見
し
所
の
屋
宅
の
虞
を
看
れ
ば
、
並
び
に
高
墳
深
場
な
り
。

【
訳
文
】
　
呉
の
時
、
陳
仙
は
商
い
を
仕
事
と
し
、
ろ
ば
に
乗
っ
て
行
商
し
て
い

た
。
ふ
と
一
軒
の
空
き
家
の
前
に
ぎ
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
家
は
大
き
な
屋

敷
で
朱
塗
り
の
門
が
あ
っ
た
が
、
人
の
気
配
は
全
く
な
か
っ
た
。
陳
仙
は
ろ
ば
を

ひ
い
て
中
に
入
り
そ
こ
に
宿
を
と
っ
た
。
夜
に
な
り
、
「
賎
し
い
や
つ
め
、
恐
れ

を
知
ら
ず
、
妄
り
に
こ
の
場
を
汚
し
て
い
る
ぞ
」
　
と
い
う
話
し
声
が
聞
こ
え
て
き

た
。
す
る
と
す
ぐ
に
一
人
の
男
が
ま
っ
す
ぐ
陳
仙
の
前
に
や
っ
て
来
て
、
叱
り
つ

け
て
、
「
お
ま
え
は
よ
く
も
妄
り
に
官
舎
に
立
ち
入
っ
た
な
」
　
と
言
っ
た
。
そ
の

時
は
お
ぼ
ろ
月
で
あ
た
り
は
か
す
ん
で
い
た
が
、
そ
の
顔
は
ほ
く
ろ
や
あ
ざ
で
ど

す
黒
く
、
日
に
は
瞳
が
な
く
、
唇
は
め
く
れ
て
歯
が
む
き
出
し
に
な
り
、
手
に
黄

色
の
紐
を
持
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
陳
仙
は
す
ぐ
に
先
ほ
ど
通
っ
た
村
に
走
り

帰
り
、
つ
ぶ
さ
に
事
情
を
話
し
た
。
村
の
老
人
は
、
「
あ
そ
こ
に
は
昔
か
ら
悪
鬼

が
い
る
」
　
と
言
っ
た
。
翌
日
、
昨
晩
見
た
屋
敷
の
場
所
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
大

き
な
墳
墓
と
そ
の
奥
に
続
く
墓
道
が
あ
っ
た
。

【
補
説
】
　
宿
泊
し
た
場
所
が
墓
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
幽
鬼
や
怪
異
に
出
会

う
際
の
最
も
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
こ
の
話
の
よ
う
に
恐
怖
を
語
っ
た
り
、

或
い
は
妖
怪
退
治
の
話
に
な
っ
た
り
、
墓
中
の
娘
と
結
ば
れ
る
幽
婚
譚
に
な
っ
た

り
す
る
。
な
お
、
こ
の
話
は
他
書
に
見
ら
れ
な
い
。

(績)
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